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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２１年１１月１１日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　３時５３分　閉会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 嶋野浩一朗  委　　員 本保加津枝

委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　水田和男 同部次長兼自治振興課長　杉本正彦

同部参事兼市民課長　萩原　明　　産業振興課長　鈴木康之  同課参事　田橋正一

環境業務課長　早川　茂 環境センター長　上村裕幸 　環境対策課長　池上敦実

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼国保年金課長　堤　　守

同部参事兼健康推進課長　阪口　昇 同部参事兼こども育成課長　稲村幸子

地域福祉課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子 生活支援課長　東澗順二

障害福祉課長　吉田量治 介護保険課長　山田雅也 国保年金課参事　大嶋良一

同課参事　寺田　博 健康推進課参事　前野さゆみ

こども育成課参事　船寺順治

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局参事　池上　彰

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成２０年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第７号　平成２０年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決算

認定の件

認定第３号　平成２０年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第４号　平成２０年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第９号　平成２０年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第８号　平成２０年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○森西正委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。

　本日の委員会記録署名委員は、弘委員

を指名します。

　先日に引き続き、認定第１号所管分の

質疑を行います。

　それでは、嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　おはようございます。

　先日の委員会に続きまして、２回目の

質問させていただきたいと思います。

　まず、コミュニティソーシャルワーク

事業でございますけれども、登阪次長か

ら答弁いただきまして、この事業自体が、

まさしく草創期であるということで、事

務報告書の内容を拝見しておりますと、

いろいろと地域の中で、この事業を浸透

させるということで駆け回っておられる

のかなというような印象を強く受けたわ

けなんです。

　そういう中で、先週の委員会の中で、

私が一例として申し上げたんですけれど

も、こういった事業については、なかな

か対応先がどこであるのか、難しいなと

いうような答弁もいただきました。

　やはり地域で、本当にいろんな方がい

ろんな思いで生活されておられるという

ことで、しっかりと、そういう現状の中

で対応していただきたいなというふうに

考えておるんですけれども。

　このコミュニティソーシャルワーク事

業、２０年度の事業が終わった中で、一

定精査をされて、今、２１年度、いろい

ろと事業をされておられると思うんです

けれども、今後どのように向かっていか

れるのか、ちょっと決算と離れてしまう

んですけれども、２１年度の中で何か今

までと違った動きがあるのか、ぜひそこ

ら辺のこともお聞かせをいただきたいと

思います。

　それと、ひとり暮らしの高齢者あるい

は障害者の方の安全対策ということで、

緊急通報装置、そういった制度があるん

だという話なんですけれども、利用料の

負担ということも考えていきながら、こ

の対象を今後どうしていくのか、検討し

ていきたいという答弁をいただいたわけ

なんですけれども。

　私はこの制度は非常に大きな可能性を

秘めているというふうに考えておりまし

て、これも先週の委員会の中で、例とし

て挙げさせていただいたケースもあるわ

けで、また、これから高齢化がどんどん

進んでいくと。高齢者だけの世帯といっ

たものも、やはりこれからふえていくだ

ろうということを考えた場合に、このよ

うな装置が浸透していきながら、対象を

広げていくということも非常に重要であ

ろうというふうに考えておりますので、

ぜひこれは前向きに検討していただきた

いということで、これも要望でお願いを

したいと思います。

　続きまして、ファミリーサポートセン

ター運営事業でありますけれども、以前

の一般質問の中でも、援助会員の増をい

かに図っていくのか、これが重要であり

ませんかというようなお話させていただ

きまして、そこは、恐らく当局と同じよ

うな思いを私も抱いているんじゃないか

なというふうに思っているんですけれど

も。

　もう１点気になったのが、本保委員の

質問の中で稲村参事がおっしゃられた答

弁なんですけれども、結局、今までこの

制度を知らなかったと。実際知ってみて、

利用希望者どれぐらいおられるのかとい

うことで、割合をお話されておられまし

た。就学前だったですかね、いろいろと

区分を分けられて、利用希望の割合を答
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弁されておられたんですけれども、その

割合が、やはり低いんじゃないのかなと

いうような印象を受けるわけなんですね。

ということは、やはり実際利用する方か

らして、本当にこれが利用しやすいもの

になっているのかということをいま一度

検証していかなあかんのじゃないかなと

いうふうに思うわけなんです。

　これは、私が以前、多分、参事にも以

前お話させていただいたことあると思う

んですけれども、こういうサービスを利

用したいときというのがあるんだよと。

例えば、自分に幼稚園に通っている子ど

もがいて、さらにその弟あるいは妹がい

ると。弟や妹が急に体調を崩して、しか

し、上のお兄ちゃんかお姉ちゃんを幼稚

園に連れていかなあかんというときに、

この下の子を病院に連れていってほしい

んやと、あるいは上の子を幼稚園に連れ

ていってほしいんやと。そういう急な状

況に対応できるということが、私は本当

の利用しやすいサービスになっていくん

じゃないのかなというふうに思うわけな

んですね。

　そうことを以前お話をさせていただい

て、わかるんだけれども、非常に難しい

という内容のお話をしていただいたこと

があるんですけれども、それであるなら

ば、本来、利用される方が利用しづらい

制度であるならば、私は、これを続けて

いる意味ってあるのかなと考えるわけな

んですね。ぜひそこら辺のことは、本当

に利用しやすいものにしていただきたい

と思うんですけれども、今どのようなお

考えをお持ちなのか、ぜひこの点もお聞

かせをいただければなというふうに思い

ますので、お願いをします。

　続きまして、小学校の給食の残菜の堆

肥化ということなんですけれども、年々

減っているんだと。平成１３年から進め

られて、啓発も一定できているんじゃな

いかというように考えておられるという

ことなんですけれども、年々減っている

ということはどうなのかな。

　私、正直詳しくわかりませんけれども、

１３年から２０年にかけて、児童の数が

どう変わっていっているのか。堆肥にす

る量、給食の残菜の量といったものが、

それに比例をする形で減っているとする

ならば、私は、それは啓発が進んだと言

わないというふうに思うんですけれども。

その減り方ですよね、それはどのような

ものであるのか、一定数字を示していた

だきながら、そのご認識をお聞かせいた

だきたいなというふうに思います。

　それと、エコアクション２１のことに

ついてなんですけれども、８月に６５０

事業所にアンケートをとられて、その全

事業所に講習会のご案内を出されたとい

うことで、これは市内の事業所にどんど

んと進めていかれようという思いが感じ

取れるわけなんですけれども。

　私も、２００８年度の環境活動レポー

トといったものを拝見させていただきま

して、摂津市が環境のまち摂津といった

ことを全国にアピールしていくんだとい

う思いを強く感じたわけなんですけれど

も。やはりエコアクション２１をまずは

行政がとられたということは、今後、市

内の事業所にどうやって広めていくのか。

このことを一つのてことして進めていか

れようとしているんだというふうに思う

んですけれども。その進め方、確かにご

案内を出されたということであるんです

けれども、どれほどの事業所がこれから

参画をしていただけるのかということに

ついては、やはり私は一定行政として工

夫をしながら、何かインセンティブがあ

るような形で誘導していくということが

重要ではないのかなというふうに考えて

－3－



おるんですけれども、この点につきまし

ても、今後の広げ方ということについて、

お聞かせをいただければなというふうに

思います。

　それと、食に関する啓発ということで、

先ほど答弁いただいたんですけれども、

これは３回目に、小学校の給食の残菜の

ことと絡めて、いま一度お聞きしたいと

思っておりますので、２回目、以上でお

願いしたいと思います。

○森西正委員長　答弁求めます。登阪次

長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、ＣＳ

Ｗ、コミュニティソーシャルワーク事業

について、ご答弁申し上げます。

　特に、２０年度の取り組みを踏まえて、

２１年度違った動きがあるのかというご

質問についてでございますが、まずはＣ

ＳＷ事業そのものが、当初、平成１６年

度から平成２０年度までの区切りのある

事業ということで、そして、実際の問題

といたしましては、平成２１年度からこ

れまでの府の補助金から、いわゆる府の

交付金の対象事業に変わるというような

状況の変化がございました。

　それと、もう一つは、平成２０年度か

ら保健福祉部におきまして、地域福祉課

という新しい課を設置しまして１年がたっ

て、２年目に入るという、そういった状

況の中で、地域包括支援センターとＣＳ

Ｗ事業を一体的に取り組んでいくことが

地域の課題に対応することができ、また、

専門的な職員のチームの力として対応し

ていけるんではないかということで、２

１年度からは地域包括支援センターと一

体的な形になって取り組んでおります。

　その具体的な内容につきましては、ま

ず相談事業の充実だというふうに考えて

おります。事務報告等に掲載させていた

だいておりますように、多種多様な対象

者や相談内容に応えていくとともに、な

かなか市役所まで相談に来れないとか、

この間もご答弁いたしましたけども、そ

ういった観点から、地域福祉活動拠点や、

そういった地域の社会資源を利用した形

での相談事業を、まだまだ月１回、月２

回という程度でございますけれども、進

めさせていただいております。

　それから、新しい課題ということで、

ほかの委員からもご質問が出ておりまし

たけれども、例えば、ごみ屋敷の問題等

につきましても、自治振興課あるいは環

境業務課等と連携いたしまして、実際に

そういった状態になっておられる方につ

きましては、いろんな問題を抱えておら

れるということで、行政処分的な対応だ

けでは、対応できない部分が結構ござい

ますので、そういった方たちに対して関

係をつくっていく中で、実際に困ってお

られる方、困っておられるところ、自分

自身で対応できない部分について、それ

を支援していくというような取り組みを

進めているところでございます。

　それから、もう一つは、本来、ＣＳＷ

は高齢者だけに限らず、子育て中の親御

さんや、その他障害のある方、その他い

ろんな課題を持っておられる方を対象と

するわけですけれども、人数の点等から

いいますと、高齢者の方が非常に多いわ

けでございますので、そういう意味では、

高齢者の方を中心とした、介護予防の取

り組みを強めていく、ＣＳＷとしてかか

わっていく必要があるだろうと。具体的

には、地域の公民館や地域福祉活動拠点

等を活用した自主グループといった、そ

ういった地域で実際に介護予防、健康づ

くりの取り組みをしていただけるような

グループを育てていくことが、重要な業

務だというふうに考えております。

　具体的に申し上げますと、例えば２１
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年度におきましては、まずはリピート山

中さんという摂津の体操三部作を作詞作

曲していただいた方を味生公民館に呼ば

せていただいて、一つのイベントを打つ。

その後、味生公民館と共同で介護予防講

座を打つ。きょう、実は介護予防講座は

終わるんですけども、その中から自主グ

ループができてくるというような取り組

みになっております。

　これも現在、市内に３０近くの自主グ

ループございますけれども、たまたま味

生の一津屋地域には自主グループがない

ということで、ことしは、そこに自主グ

ループをつくっていこうということで、

戦略的というほど大層なものではござい

ませんけれども、そこをひとつ集中をし

て取り組んでいこうといったような形で

の取り組み方を進めているところでござ

います。

　そういったような形で、地域包括と一

体となることによって、市全体の相談事

業や介護予防関係の事業に、ＣＳＷとし

ても大きな役割を果たせるのではないか

ということで、取り組んでおります。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　ファミリーサポー

トセンターの運営事業について、お答え

させていただきます。

　今、嶋野委員からのご質問の中で、７

％ないし５％ということで、先日、ご答

弁させていただいたんですけれども、利

用意向が非常に低いというご指摘がござ

いましたが、子育てに関するアンケート

調査の結果でございますので、就学前の

子どもさんですと、四十数％の方がファ

ミリーサポートセンター事業そのものを

知らないとお答えになったアンケートか

らの結果でございます。

　アンケートを実施したことによりまし

て、それをお読みいただいた方には、こ

ういう制度があるんだなということをそ

のときに知った方もいらっしゃるかとは

思います。

　５％といいますと、小学生までのお子

さんでいいましたら４００人ぐらいの数

になりますので、今回、意向があるとい

うことに丸をいただいただけではありま

すけれども、そういう方々に会員になっ

ていただくということになりますと、非

常に大きな数になるんではないかなとい

うふうには思っております。

　前回にも申し上げましたけれども、ま

ずは広く知らせるということが第一とい

うことで、今後にはなりますが、生まれ

られた方全員に知らせる方法につきまし

て、ファミリーサポートセンターのチラ

シを小さなものにして、出生届のときに

ですとか、あるいは４か月健診のときで

すとか、全員に配布できるような形はとっ

ていきたいというふうに思っております。

　また、毎年、小・中学校には子どもさ

んを通して、保護者の方に伝わるように、

ファミリーサポートセンターのチラシを

お配りしております。なかなかそのこと

が会員の増という形にはつながってはお

りませんけれども、まずお知らせすると

いうことでは、これについても続けてい

きたいというふうには考えております。

　非常に利用しにくいものになっている

のではないかというご指摘でございます

が、前回にもお話させていただきました

けれども、ちょうど援助をする方と利用

する方のニーズといいますか、それがぴっ

たり合うということになりますと、何度

も回数を重ねて、利用していただけると

いうようなことが実態になっております

ので、広く会員をふやすということが、

やはり何よりも大事なことではないかな

というふうに思っております。

　先ほど言われた緊急時、幼稚園の送迎
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の問題とか、一緒に幼稚園に通われる方

が、一緒に連れていってあげるよという

ようなことで送迎していただけると、そ

ういうような関係づくりというのも非常

に大事かなと思うんですけれども。地域

の中でそういう関係をつくっていくため

にも、このファミリーサポートセンター

の事業そのものが有効なところがあると

思っておりますので、両方会員の方とい

うのも、もっと呼びかけていく。同じ子

育て世代の方同士が、子育てを助け合っ

ていくという意味で、両方会員の方につ

いても重点的に声をかけていくというよ

うな方法を子育て世帯の方が集まられる

ような場を通して、イベントですとか、

地域の支援センターや広場事業とか、そ

ういうようなところのスタッフを介しな

がら、いろいろな方策をもって広めてい

ければというふうに考えております。

○森西正委員長　上村センター長。

○上村環境センター長　残菜堆肥化事業

について、２回目の質問にお答えしたい

と思います。

　実際事業を始めましたのは１４年度の

途中、２学期からでございまして、現在、

２０年度まで７年間たっております。先

日も委員が言われましたように、この事

業は盛況になるほどだめな事業だという

ことで、これはいつかは使命を終えるの

が一番よい事業だと思います。

　回収量なんですけども、平成１４年度

は途中ですが、平成１５年度に回収量６

５トンということで、以下、６４トン、

５９トン、６０トン、５８トン、２０年

度が５２トンということで、減少してい

るというようなことなんです。

　小学生に対して、食育も含めまして、

給食のことにつきましては、当初、始め

て２年目の平成１５年に教育委員会の校

務員と調理員と、うちの方の担当者で、

実際、綾部市の小学校で、各小学校ごと

に給食の残菜を堆肥化しているというふ

うなことを伺いまして、視察に行かせて

もらった経緯がございます。

　そういう中で感じるのは、自分たちが

出した給食の残りというのは、実際、自

分たちで堆肥化して、どうなっていくか

というのを、そういうのを見てもらうと

いうのが、一番教育になるのかなという

ことを考えまして、そういうことはでき

ないかなということで、検討したことが

ございます。実際、それは教育委員会の

連携も当然必要ということでありまして、

進まなかったんですけども。

　もっとも啓発で行っていますのは、小

学４年生が環境教育ということで、必ず

環境センターへ施設見学に来られます。

その際、必ず給食の残菜からの堆肥をお

配りしまして、これはこういう形で出た

もんですよ、給食を残したらだめですよ

ということを、説明会で啓発をさせてい

ただいています。

　今のところ、その程度の啓発なんです

が、やはり回収量も確かに減ってきてい

るんですけども、量ですね、いろいろ各

学校ごとに統計をとりまして、一応集計

をとって、ここの学校多いですよ、少な

いですよということで言ったときもある

んですけど、きちんと教育委員会と連携

がとれていませんですと、給食調理員と

か栄養士に対して失礼に当たるようなこ

ともありますので、もうちょっと、その

辺きっちり当初から連携をとってやるべ

きだったなというふうに思います。今後

も続けていくんですけれども、その辺、

連携をとって、小学生が見学に来られた

際、食育の問題をきちんとやっていかな

ければあかんなというふうに考えており

ます。

　この事業は、２０年度まで環境センター
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の事業として行っておったんですけれど

も、２１年度からは環境業務課に所管替

えをいたしております。今後は環境業務

課もそういう方向でやっていただけると

いうふうに思っております。

○森西正委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　エコアクション２

１の取り組みについて、２回目の答弁の

方をさせていただきます。

　先ほど言われてましたように、９月に

２，０００社、エコアクション２１取得

に向けた説明会というのを開催させてい

ただいております。これは商工会の会員

の方を商工会の協力を得まして送らせて

いただきました。これをもとに説明会の

方に１０数社来られてます。来られまし

て、説明会の後に、１１月に、今度は実

際のエコアクション取得に向けた講習会

というのを開催しておりまして、これが

約３回、３回が終われば取得にほぼなる

というところまでいく講習ですね、それ

が１１月から始まっております。

　それが約五、六社来られていまして、

大体取得に向けた取り組みをこれからさ

れるという形で、急な取り組みだったの

で、急に、８月にエコアクション２１と

いう大阪事務局の方が８月に来られまし

て、取り組みしないかということで、急

な取り組みだったということで、数が少

ないということで、若干申込数が少なかっ

たという点もあります。

　また、摂津市の場合は中小企業が多い

ですので、やっぱり資金面が大変だとい

うことで、その点で申し込みというのが

少ないと思われます。

　その点がありまして、吹田、茨木にお

きましては、補助を出されているという

のもありますんで、摂津市の方も補助も

考えまして、来年度以降、また取り組み、

募集ですね、考えております。

　以上でございます。

○森西正委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　コミュニティソーシャ

ルワーク事業につきまして、再度答弁い

ただきまして、これから包括支援センター

と一体になって、いろいろと事業を行っ

ていくんだというようなお話なんですけ

れども、やはり、私は次長の答弁の中で

あった、なかなか自分でできないことに

対して、いかに対応していくのかという

ことが大事なんだというお話だったと思

うんですけれども、やはりそういうこと

になっていくと。

　その中で包括支援センターとともになっ

て、司令塔のような役割を果たしていた

だくということが大事じゃないのかなと

いうふうに考えておりますので、そのた

めには、やはり地域の中で、どんな暮ら

しをされておられるのか、どんな思いで

暮らしておられるのか、しっかりと、ま

ず肌感覚でつかんでいただいて、今後、

さらに生きた事業としていただきますよ

うに、要望とさせていただきたいという

ふうに思っております。

　続いて、ファミリーサポートセンター

運営事業につきまして、再度、これも答

弁いただきました。例えば、４％や５％

の割合で、４００人程度が対象者となる

ということで、これは意味があるんだよ

というふうなお話だったわけなんですけ

れども、やはりこれがもっともっと利用

されていくということになっていくべき

でないのかなというふうに思っているん

ですね。

　実は、私、四、五年、あるいは六、七

年前かもしれませんけれど、テレビで見

た話なんですけれど、愛知県の刈谷市と

いうところで、非常に出生率が高かった

んですね。全国と比べて異常に高いと。

これ何でやねんということで調査をして
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いくと、ファミリーサポートセンター事

業が、物すごい根づいていると。本当に

気軽に自分の子どもが、地域の方のとこ

でお世話になるというような取り組みが

進んでいるんだというお話をお聞きしま

して、これ、摂津市も進めていくべきじゃ

ないのかなというふうなことを思いまし

て、そのときに実際に、参事にもお伝え

させていただいたんですけれども。

　この事業をどんどん進めていくという

ことが、私は、やはり大事だなと思って

いまして、そのためには、急な場合にも

対応していくということでいうと、結局

会員をふやしていくと。会員がふえてい

くと、急な場合にも応じていただける方

がふえてくるわけですから、可能性があ

る方がふえてくるわけですから、ぜひ会

員をふやすということで、先ほどもご答

弁いただきまして、いろんな取り組みを

していただいているわけなんですけれど

も、ぜひこれは、さらにさらに会員をふ

やすということを進めていただきたいな

ということで、これも要望として申し上

げたいと思います。

　それと、小学校の給食の残菜の堆肥化

という事業なんですけれども、残菜、残っ

た量ですね、１４年からということで、

僕、勘違いしてましたけれども、１５年

から比べると、２０年は約８割になって

いるということで、相当減っているのか

なというふうに数字だけ見ると思うわけ

なんですけれども。これ偶然なのか必然

なのかわかりませんけれども、きのう、

鳥飼北小学校で給食試食会というのがあ

りまして、そこに私行ってませんけれど

も、行ってきた人のお話を聞いてきたん

ですけれども、一言で言うと驚いたと。

こんなに給食の残菜というか、残りがあ

るんだなと驚いたというお話なんですね。

　その中でも非常にショックであったの

は、全く食べていない、手つかずのパン

がそのまま捨てられていると。私たちの

子ども時代を思い返すと、給食を食べれ

なかった子どもは、多分、パンとかは持っ

て帰ってたと思うんですよ。今では簡単

に捨てるんだなという状況になっている

んなら、これが非常にショックだったと

いうお話をお聞きをしてきました。

　ですから、啓発が一定進んできたとい

うことで、また小学校４年生にもセンター

に招いて、いろいろと啓発のこともして

いるんだというお話なんですけれども、

もっともっとそれ以前にできることがあ

るんじゃないかなと思うんですね。

　もし、パンが減るだけでも、相当に減っ

ていくんじゃないかなと思うんですね。

２１年度からは環境業務課が所管という

ことで、ぜひその点も学校現場でもっと

指導していただきたいと。こんなことじゃ

だめですよということで、私は指導して

いただきたいなというふうに思いますし、

また、食育の推進ということで言うなら

ば、当然、対象は子どもだけではありま

せんけれども、そういう状況にあるんで

すよ、今。子どもたちは、恐らくパンを

残すなんていうのが、そんなに罪の意識

がないというか、罪悪感がないというか、

普通になっているんじゃないかなと。そ

ういう感覚にあるんじゃないかなと思う

わけなんですね。

　ぜひそういったことも、もっともっと

啓発していかないと、私は非常に怖い世

の中になるんじゃないかなというふうに

危惧をしておりますので、ぜひこれは積

極に教育現場に対しても指導していくと

いうことで、お願いしたいと思いますし、

もっともっと現場の状況を見ていただき

たいなというふうに思いますので、これ

も要望として申し上げたいと思います。

　エコアクション２１のことにつきまし
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て、課長からご答弁いただきました。１

１月から講習会を開いて、今、五、六社

の方が参加しておられるということで、

８月に大阪事務所からの要請があって、

急なことであったのでというお話である

んですけれども、しかし、私は、エコア

クション２１を行政が取っていくという

ことはどういうことであるのか、そのと

きから私はやはり絵を描いてなかったら

あかんかったんじゃないかなと思うわけ

なんですね。つまり、行政が取るという

ことが、最終ゴールじゃないと。これを

一つのてことして、市内の事業所で進め

ていくということを考えたときには、や

はり取ったその次の段階として、どうい

うアクションが要ったのかということが、

私はその取る以前から絵に想定をされて

いて、その動きといったものが具体的に

されていくということが重要ではなかっ

たのかなあと思うわけなんです。

　これは、まさしく行政としての根本的

な施策であると思っていますし、これか

らの課題として、例えば茨木市なんかで

はエコアクション２１を取得するにつれ

て、資金面での補助をしておられるとい

うようなお話があったわけなんですけれ

ども、副市長おられるので、今後環境の

まち摂津といったことを全国にＰＲして

いくという際には、やはり１社でも多く

の市内の事業所がエコアクション２１を

取っていかれるということが重要である

ことは間違いないことであると思うんで

すけれども、それについて、どういった

戦略をお持ちであるのか、ぜひこの際、

副市長にお聞きしたいと思いますので、

この点だけお願いしたいと思います。

○森西正委員長　水田部長。

○水田生活環境部長　　エコアクション

２１認証取得なんですけども、これまで

我々は一炉運転を目指してごみの減量に

取り組んでまいりました。それぞれいろ

いろな取り組みも行ってまいりました。

資源の分別もそうですけれども。最終的

にはやはりごみ減量だけではなく、公共

施設、環境センター、環境業務課そのも

のが電力であろうがすべて省エネも考え

ていかないといけないというふうな中で、

ごみの減量の取り組みの一環として中小

企業を対象としたエコアクション２１が

あるということで、申請して認証取得し

ました。我々、いろいろ議論を重ねてま

いりまして、認証取得した後をどうして

いくんだということで、まずは足下を見

ていかなあかん。公共施設はまず何とか

しよう。その後に市民、事業所に対して

アピールしたいということで、事業所の

ごみの減量も取り組んでおりますので、

議論ではそういう啓発も行っている中で

エコアクション２１のアピールをしてい

こうというふうな意見もございました。

　課長からも説明させていただきました

事業所の講習というのは、自治体イニシ

アチブプログラムという名称で、自治体

の中で会場を設営して事務局が説明して

いく。その中で、３回か４回の講習の中

で、それぞれの事業所に合った活動レポー

トのサンプルをつくっていただいて、そ

こで認証取得のための判断をしていただ

くということを、一つ我々としては今後

委員おっしゃっておられますように、市

民重視でどうして取り組んでいくんだと、

これも私は一つの方法だと思います。で

すから今後、これが１回目ですけど、来

年も取得はあるということを聞いており

ますので、そういう取り組みとしてやっ

ていきたいと。それと、我々独自でエコ

アクション２１の啓発もしていきたいと

思っていますので、あらゆる方法で啓発

できるように考えていきたいと思ってお

ります。
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○森西正委員長　副市長。

○小野副市長　摂津市は平成６年に、環

境創造都市宣言をしておりまして、ここ

に地域の一市民として自然環境の保全な

り、資源の保護なり、リサイクル社会の

形成ということで、文化と水と緑豊かで

快適な地球環境を創造するまちづくり、

地域づくりを目指すことを宣言いたしま

すと。あれから１５年になります。

　それで、今、考えておりますのは、日

曜日、市長のかわりに味舌スポーツセン

ターで環境フェスティバルが開かれまし

て、私も行ってまいりました。そこでも

言っておったんですが、議会議案にもあ

りますように、太陽光であったり水力で

あったり風力であったり地熱であったり

バイオであったり、自然エネルギーを活

用するんだということを議会議案として

出しておられます。私の気持ちは、現政

府が２５％と言いましたから、大きく舵

が切られてきたなと。産業界は、どうやっ

てこれをやるんだということが言われて

ますが、それも相当、日本の技術力をもっ

て変えていこうというような動きが出て

いるというように思います。

　それで今後、都道府県、中核市、政令

市なんかは相当動いてくるだろうと、動

かざるを得ないだろうと思います。過日

の部長会でも言っておったんですが、箕

面市のあそこニューディールもあります

けども、それはよくわかっているんです

が、南千里丘のまちづくりから、どう発

信していくかという取り組みが大きいと。

エコアクション２１もそのとおりなんで

すが、もっと大きな仕掛けがなければだ

めだというふうに思っておりまして、例

えば吹操跡地についてのまちづくりをエ

コ、太陽光を入れるようなそういう標準

仕様書をつくってコンペに臨むとか、そ

れから開発指導については開発協力金は

やめましたが、これはあくまでも開発指

導なんですが、そこできちっとやはり家

を建てられる、販売する場合は緑を必ず

植えてほしいとか、太陽光を取り入れて

ほしいとか、そういうことをきちっと指

導の中でお願いするとお願いしないので

全然ちがってくるんじゃないかなあとい

う気持ちもいたします。

　昨日の南千里丘まちづくりで出ておっ

たんですが、向こうはＬＥＤを使ってま

いります。無電柱であります。ただそこ

だけが華やかで、カーボンニュートラル

ステーションであるとか言っております

が、そこからどう発信していくかという

ことがありますので、過日の部長会で一

度私の元で早急にまとめたいと。それは

環境が、事務局になっておりますが、都

市整備のまちづくり、道路における緑化

の問題、もう一度こういう総合的なもの

を各課から持ち寄って、何も摂津が新し

いことするわけじゃないんです。今いっ

ぱいインターネットに出てますから、そ

の中をいっぺん覗いて、摂津でできるよ

うなものを各部で取りまとめをして、私

のもとで一度議論したいと。場面によれ

ば、やはり来年度予算に打てるものがあっ

たら打つべきではないかと、予算をつけ

るわけではないかというのが市長の方針

でありまして、まして平成６年に環境創

造都市を宣言していると、そのたましい

を入れるについては摂津は待っててはだ

めだというふうに市長も申しておりまし

て、今週の月曜の部長会でも私の方から

そういうことを言っております。それで

一度各部によって緑の問題にしろ開発指

導にしろ、吹操跡地の問題にしろ、今言っ

てるエコアクションの問題にしましても、

全体を一度まとめてみたいなと、その上

で大きな仕掛けというのを摂津はつくら

なきゃならないということを考えており
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ますので。その基本的なものは今のエコ

アクション２１なんですが、それも入れ

ながら、企業に対してどう協力を依頼し

ていくか。例えば新しいものをつくると

きに、工場をつくるのであれば、太陽光

発電を後から付けるとなれば大変らしい

ですね、重量の問題もあって。立ち上が

るときにこれを太陽光を取り入れてやっ

てくれませんかというような話は案外で

きるけども、既存の施設にそれを乗せる

ということは、重量的になかなかもたな

いということも私聞いておりますので、

そういうことの指導といいますかお願い

といいますかをしていくことも非常に大

事だと思っております。そういう発想か

ら市長の指示出てますので、その取りま

とめをしてみたいと。そこでもう一度、

議会にも示させてもらいますので、場合

によっては２２年度予算につけていく分

もあっても私はいいと思いますので、前

向きな取り組みをしていきたいというふ

うに思っております。

○森西正委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　平成６年に環境創造

都市宣言をされたということで、その都

市宣言にたましい入をれていくんだとい

う強い思いを副市長にお聞かせいただき

まして、部長からはエコアクション２１

を取った今後の取り組みということで答

弁いただいたわけなんですけれども、私

は摂津市から全国に向かって環境のまち

ということをＰＲする環境は整ってるん

じゃないかと思うんですね。やはり行政

が取得してる、非常に大きなことである

と思いますし、今度それを南千里丘の開

発というところで、例えばその内容にし

ても、もっと環境といったものを考慮し

た依頼をしていくということで、地域を

本当に環境に配慮したまちだなというこ

とをＰＲしていく。その２つが揃った中

で、２つをてことしてどんどん市外に広

げていきながら、全国に向けて発信をし

ていくということは非常に重要であると

いうふうに思ってますし、また都市イメー

ジという問題でも非常に大きなものにな

るのではないかなと思っております。ぜ

ひ副市長、強い指導力を発揮していただ

いて、それぞれの部課で何ができるのか

ということを仕切っていっていただきた

いなというふうに思っておりますので、

私も強く期待をさせていただきまして、

質問を終わりたいと思います。

○森西正委員長　他にございますか。

　以上で質疑を終わります。暫時休憩い

たします。

（午前１０時４１分　休憩）

（午前１０時４５分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　認定第７号の審査を行います。

　本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　弘委員。

○弘豊委員　パートタイマー等退職金共

済事業についてでありますが、これは事

務報告書の１１４ページのところにその

中身についての記載があったのを見せて

いただきました。２０年、２１年とこの

間の経過ですけども、４６事業所２３２

人ということで、２０年当初よりかは２

１年２月現在がふえてきているというこ

とで報告に上がっています。この共済事

業がはじまった当初と比べると、この間、

加入事業所や共済加入者数については減っ

てきている傾向だったのかと思うんです

けれども、この年度については事業所も

ふえてきてる、その辺のところの経過に

ついてお聞かせいただけたらと思います。

それから、摂津市内で働いてるパート労

働者に対して、大体どのぐらい網羅され

ているのかというようなこと等がわかれ

－11－



ば、報告していただきたいなと思います。

　２点についてよろしくお願いします。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、パート

タイマーの加入者についてご報告申し上

げます。

　最近の傾向としまして、パートタイマー

の加入者の人数は年度末で申し上げます

と、１６年が２８９名、１７年が２５８

名、１９年が２０６名と、この期間につ

きましては対前年で見ますと減少傾向と

なっておりました。それから、１９年度

から２０年度、２１年度という形で見ま

すと、若干ながら増加している状況になっ

ております。今回平成２１年度の９月末

現在の状況を申し上げますと、２３７名

の加入をいただきまして、前年度に比べ

ますと中間的な数字ですけれども、８．

２％の増加となっております。これはパー

トタイマーの加入者の現状でございます。

　続きまして、パート労働者の把握に関

する部分ですけども、本市としましては

パート労働者の人数というのは現在把握

しておりませんが、今回国の緊急対策事

業で市内３，９９５件ほどの事業所に対

して今、調査をかけております。これは

年度末に集計が出てくるんですけども、

この調査の項目の中に企業で雇用されて

るパートさんであるとか、契約社員であ

るとかいう形でご回答いただく項目を設

けておりますので、この集計をもちまし

て、市のほうで把握できるという形で、

今進めております。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　この間、厳しい経済状況も

ある中で、摂津市内の事業所数の推移等

についてもやはり解散、休業また倒産等々

の事業所もふえてるのかなというふうに

思っています。また、そうしたところで

働いている労働者の実態についても、い

ろいろと心配な状況にもあるわけです。

パートタイマー等退職金共済事業といた

しましては、パートの均等待遇等々、労

働者の中からの要望はたくさんあるわけ

ですけど、なかなかそうはなっていない

現状、またそうした中で事業所のほうに

負担をかけることではなくて、摂津市と

してもこうした共済事業をしていこうと

いうようなことでやられているわけです

から、この事業が適切に利用されていく、

そうしたところも今後も求めていってい

ただきたいなというふうに思います。

　また、長引く不況の中でのそうした状

況についても、もちろんいろいろと状況

把握に努めていただいているかと思うん

ですけれども、そうしたところと今のこ

の制度に関わってのところでの関連とい

いますか、そうしたところから見えてく

るもの等がもしあるようでしたら、お聞

かせいただきたいなというふうに思って

おります。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　パートタイマーの

加入状況は、昭和６０年にスタートして、

現在２３年ほど経過しまして現在に至っ

ておるわけですけども、昨今の景気の非

常に厳しい状況、また大阪府下で申し上

げますと、求人倍率が０．４ポイントと、

要するに求職希望者に対して４０％の求

人しかないという非常に厳しい状況で、

また企業経営のほうも人件費の削減等の

中でパートタイマーの経費を捻出するこ

とが非常に厳しいという状況があります

けども、幸いご加入いただいてる現在４

３事業所の方には、このパートタイマー

のパートさんに対する福利厚生及びセー

フティネットの考え方の中でご理解をい

ただいて、今のところ加入をやめるとい

う状況は出ておりません。さらに今後は

それ以外の事業所にも、私ども機会があ
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るごとに募集等、このパートタイマー共

済のメリットを強調しながら、少しでも

たくさんの方に入っていただけるよう、

周知啓発に取り組んでいる状況です。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　先ほどの１回目、２回目の

答弁の中で、やはり今の事業所の実態把

握をきちんとしていかないといけないよ

うなことで、今やられてる事業所調査で

すか、その中で今年度末には把握できる

というようなことで、また生していって

いただきたいと思います。

　摂津市は昼間人口が都市と比べて多い、

やはり働きに来てる方が多い市というよ

うなことでもありますし、また今の働く

人の実態を取られたときに、若年層でも

本当に不安定な雇用の中、私も一般質問

の中で夫が職を失って、それで奥さんの

ほうはパートで働いてると、そういう方

の例も挙げましたけれども、そうした人

が本当に次世代育成といった面からも、

今回次世代法ですか、そうした中で事業

所についていろいろと啓発的な取り組み

等もやられていっている中かと思います。

次世代法の中では、事業所の規模につい

ていろいろあるわけで、今このパートタ

イマー等の共済事業に当てはまる、そう

いうところばかりではないともちろん思っ

ているわけですけども、ぜひともそうし

た摂津市内事業所が働く人の福利厚生の

面できちんと役割も果たしていけるよう

な、なかなか事業所にとっては今いっぱ

いいっぱいになってるようなところもあ

るのかもしれませんけども、そうしたと

ころでも市の担当課としての丁寧なフォ

ローもやっていただけたらなと、このこ

とを要望しまして、私からの質問としま

す。

○森西正委員長　他にございますか。

　本保委員。

○本保加津枝委員　このパートタイマー

等の退職金共済事業につきましてお尋ね

をいたします。

　平成２０年度給付人数が３９人、給付

金が８８４万４，５６２円ということで

決算されているわけですけども、一般会

計・特別会計の意見書の４５ページにも

記載がされておりますように、給付は１

件当たり、この平均２２万５，７５８円

となっておりますということで、前年比

にしますと３人多い人数で出されている

わけですけども、１件当たりがマイナス

８万９，９３６円になっているという箇

所がございます。これがご説明をいただ

きたい一点目でございます。

　また、本年度末につきましては、事務

事業報告書の中に４３事業所２１９人が

本年度末の数字となっておりますので、

この２月１日現在で数字が表示がされて

おりますけれども、２月１日現在が事務

報告書で４６事業所２３２人と、これが

年度末になりましてわずか１か月ほどで

４６事業所２３２人から４３事業２１９

人と変化しておりますけれども、これに

ついて加入事業者数と加入者数が減って

おりますので、この原因について考えら

れることがありましたらお聞かせをいた

だきたいと思います。

　このパートタイマー等退職給付金につ

きまして、決算書では予算額のほうが２，

６７５万円と残額のほうが１，７９４万

５，４３８円となっておりますので、こ

の乖離がとても大きいんですけども、こ

の幅の大きさについてどういった形で予

算編成をされているのかについてお聞か

せをいただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それではまず、予

算についての乖離の件をご答弁申し上げ

－13－



ます。

　まずパートタイマーの退職金共済は特

別会計で歳入歳出を合わすという形になっ

ておりまして、当初平成２０年度の予算

組みをするときに、希望的観測もあり、

加入者を２８０名という形で算定させて

いただいておりました。このため、実際

の加入者、今、委員の指摘がありました

３月末で言いますと、２８０名との数値

の差が、共済金、掛金の減になったりと

か、給付金が減少したりとか、そういう

状況でありまして、２０年度は２８０名

で予算を組み、２１年度は２５０名、２

２年度の予算組みはこれからですけども、

２４０名で予算組みをしまして、この特

別会計の決算も三角でマイナス１，５０

０万円という数字にならないように、で

きるだけ現値に近い形で予算組みをして

いきたいと考えております。

　それと、給付金につきましては、実際

加入されてる方の年数に応じて加給金の

支給をさせていただきます。平成１９年

度と２０年度を比較しますと、その加給

金の対象者の方が多い年度と少ない年度、

例えば２０年度で申し上げますと５年未

満で退職された方につきましては、加給

金という形はつきませんけども、例えば

５年以上になりますと、加給金がオンさ

れるという形になっています。その辺の

部分も含めまして増減します。また、退

職される方の加入されてる期間に応じて

も、給付が変わってきます。ですから全

体的に見ますと、昔からの加入者の方が

辞められたことによる、給付額の増加と

なっております。今回では、一番最短で

言いますと４か月の加入の方が最短で、

８，０００円の支給をさせていただいて

おりまして、退職される方の状況に応じ

て給付額が変動しているという状況です。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　最短４か月加入の方

で８，０００円ということなんですけれ

ども、この事務報告書の中には、今回退

職給付金の２０年度最高加入期間２８４

か月、最高給付額９０万４，０１９円と

あります。今ご説明いただきましたよう

に、個々の事情によって金額が変わって

くるということで、平均すると一人当り

マイナス８万９，９３６円ということに

なったということだったと思います。こ

の現状、先ほどお答えをいただきました

この予算額との乖離の理由もお聞かせを

いただいたわけですけども、予定として

は２８０人のところ、最終年度末には２

１９人となったということのご説明をい

ただきました。

　その後、２１年、２２年と２５０、２

００円と、こう減少させた形で予算編成

をされる予定というふうに伺いましたけ

れども、これは、その理由について、パー

トタイマーの申込者数が２８０人で、現

状２１９だったから、減少の方向で現実

に近い形の数字にあわせていこうとされ

ている予算組みの考え方なのか、それと

も、全体として摂津市内でパートタイマー

として働く方の人数が何らかの理由で、

例えば高齢化ですとか、何らかの理由で

減少していくと予測されているから、こ

のような数字を出されているのか、この

数字を出されている根拠についてお聞か

せをいただきたいと思います。

　それと、やはり景気の動向を見ますと、

決して改善はされておりませんし、失業

率の方がかなり上がっておりまして、中

でも正社員、いわゆる正規社員と言われ

る方が、物すごく求人の枠が小さくなっ

ているというふうに認識をしております。

その中で、パートタイマーの方が、ある

いは臨時社員という場合もあるでしょう

けれども、ふえるのではないかと私の方
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は考えてるんですけれども、それと考え

合わせて、それでも、なおかつこのよう

な数字で予算編成をしていかれていくと

いうことが妥当なのか、その辺どのよう

に考えておられるのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

○森西正委員長　鈴木産業振興課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、今ご質

問いただいた加入者にかかわる、また予

算組みについてご答弁申し上げます。

　まず、今回、２２年度に向けて２４０

名で算定させていただく形としましては、

実際、今現在の数値の乖離ということも

ありますけれども、先ほどもご答弁申し

上げた事業所の把握という面で、パート

タイマーの加入状況も、この年度末にやっ

と数字的に把握できる状況になりました。

　そういう各企業の方に、このパートタ

イマー共済制度の周知と加入の啓発で回

る予定をしております。一度にはすべて

回れません。地道な努力になるんですけ

れども、そういう啓発の機会を持ちまし

て、徐々に数値を上げていきたいという

ふうに考えております。

　ですから、当初につきましては、今現

在２１９名になっておりますので、まず

は２３０名、４０名ぐらいを目指す。そ

れが軌道に乗りました折には、２５０と

か２６０名という形で、順次加入者の数

値をおえて予算組みに反映したいと思っ

ております。

　現状のまま、将来ふえるからという想

定で２８０名のままいくのもどうかと思

いますので、一たん現状に近づけ、それ

から加入者の増に応じて、毎年予算組み

をさせていただくという形で考えており

ます。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　今ご答弁にもありま

したように、メリットを強調して啓発し

ていくということと、それから２１年度

の結果を見て、数字をまた組みかえてい

きたいと、考えていきたいというふうに

お答えをいただいたと思います。

　思いのほか、掛けても受給者にとって

は給付の率がよいのではないかなという

ふうに思いますし、月々の掛金も２，０

００円ということで少額ですので、やっ

ぱりこの辺はこういう制度がありますよ

ということをきちんと、今も一生懸命周

知をしていただいていると思いますけれ

ども、さらにいろいろな形で２１年度の

その調査結果を見て、数字を上げていき

たいというふうに意欲的におっしゃって

おられますけれども、それについてでも、

やはりアンケート調査結果をが出ました

というだけに終わらないように、しっか

りとパートタイマーの方の立場に立った、

その周知の仕方というものも考え合わせ

ていただいて、加入増をしっかりと図っ

ていただき、また目標の数字まで近づけ

られるように今後とも努力をしていただ

き、頑張っていただきたいと思います。

要望といたします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　なければ、以上で質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

　　（午前１１時６分　休憩）

　　（午前１１時８分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　認定第３号及び認定第４号の審査を行

います。

　本２件のうち、認定第４号については

補足説明を省略し、認定第３号について

補足説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　それでは、認定第

３号、平成２０年度摂津市国民健康保険
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特別会計決算認定の件につきまして、補

足説明をさせていただきます。

　平成２０年度は、老人保健医療制度が

４月から新たに発足した後期高齢者医療

制度に移行し、後期高齢者医療制度移行

者が国保資格を喪失したことや、６５歳

から７４歳までのいわゆる前期高齢者に

ついて、保険者ごとの前期高齢者の偏在

による負担の不均衡を調整するための制

度が設けられ、退職被保険者の中で前期

高齢者に該当する方が、一般被保険者に

移行したことにより、枠組みが大きく変

動しております。

　まず、国保加入者総数は２万６，９０

１名で、前年度に比べ年間平均で１５．

４％、４，８９５人の減となりました。

　これは、老健加入者が後期高齢者医療

制度に移行したことにより、前年度の４，

５６５人がほぼ皆減となったことなどに

よるものでございます。

　加入者の内訳は一般被保険者が２万５，

３８１人で、前年度に比べ２．４％、６

０２名の増、退職被保険者は１，５２０

人で、７８．３％、５，４９７人の減と

なっております。

　なお、一般被保険者の増は、後期高齢

者医療制度への移行による減はあったも

のの、退職被保険者からの前期高齢者該

当者の移行により、合計では増となって

おります。

　それでは、まず歳入でございますが、

２０ページ、款１、国民健康保険料、項

１、国民健康保険料、目１、一般被保険

者国民健康保険料は、前年度に比べ５％、

約１億４１４万円の増となっております。

　一般被保険者にかかる１人当たり現年

度保険料調定額は、医療分は７万２，６

９１円で、前年度に比べ１５．９％、１

万３，７８８円の減となっております。

　また、後期高齢者医療制度の創設によ

り、新たに設けられた後期高齢者支援金

分は１万６，８４３円で、前年度に比べ

皆増、介護納付金分は２万２，００１円

で、前年度に比べ４．４％、１，０１９

円の減となり、一般被保険者全体では９

万６，６１０円で、前年度に比べ３．２

％、２，９８４円の増となっております。

　この結果、被保険者数の増とあわせ、

一般被保険者保険料は増となったもので

ございます。

　収納率は、一般被保険者分全体で、現

年度分が８４．４％、滞納繰越分が１１

％でございます。

　目２、退職被保険者等国民健康保険料

は、前年度に比べ７１．８％、約５億３，

５６３万円の大幅な減となっております。

　これは、被保険者数が前年度に比べ７

８．３％、５，４９７人の大幅な減少と

なったため、１人当たり現年度分調定額

は、全体で２７．４％、２万９，８３５

円の増となったものの、総額では大幅な

減額となったものでございます。

　収納率は、現年度分９４．７％、滞納

繰越分１６．３％でございます。

　なお、不納欠損処分につきましては、

平成１８年度分以前の消滅時効等による

もので、延べ２，８３７件でございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、手数

料、目１、督促手数料は、前年度に比べ

１０．６％の減でございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫負担金、

目１、療養給付費等負担金は、前年度に

比べ４．３％、約７，１９９万円の増と

なっております。

　これは、老人保健医療制度が平成１９

年度末で廃止され、老健拠出金負担金が

大幅に減少したものの、新たに後期高齢

者支援金負担金が収入されたことや、療

養給付費負担金が増加したことなどによ

り、増となったものでございます。
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　目２、高額医療費共同事業負担金は、

前年度に比べ３１．３％、約１，２６４

万円の増額で、高額医療費共同事業拠出

額の４分の１の交付を受けております。

　目３、特定健康診査等負担金は、平成

２０年度から、特定健康診査及び特定保

健指導が導入されたことにより、基準額

の３分の１が新たに交付されることとなっ

たものでございます。

　２２ページ、項２、国庫補助金、目１、

財政調整交付金は、前年度に比べ１２．

７％、約４，６１８万円の減となってお

ります。

　これは、特別調整交付金の減によるも

のでございます。

　目２、高齢者医療制度円滑導入事業費

補助金は、前年度に比べ３９．７％、約

３９万円の増となっており、７０歳から

７４歳の被保険者の一部負担割合変更の

凍結に伴う高齢受給者証の郵送費用等に

かかるものでございます。

　款４、療養給付費交付金、項１、療養

給付費交付金、目１、療養給付費交付金

は、前年度に比べ６９．６％、約１４億

９，００２万円の減となっております。

　これは、後期高齢者支援金等にかかる

交付金が、新たに交付されることとなっ

たものの、退職被保険者等の大幅な減少

に伴う退職者医療保険給付額の減及び老

健制度廃止に伴う老健拠出金にかかる交

付金の減があったことにより、大幅な減

となったものでございます。

　款５、前期高齢者交付金、項１、前期

高齢者交付金、目１、前期高齢者交付金

は、保険者ごとの前期高齢者の偏在によ

る負担の不均衡を調整するため新たに設

けられたもので、前期高齢者にかかる給

付費等の見込み額に応じて交付されるも

のでございます。

　款６、府支出金、項１、府負担金、目

１、高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ３１．３％、約１，２６４万円

の増で、高額医療費共同事業拠出額の４

分の１の交付を受けております。

　目２、特定健康診査等負担金は、平成

２０年度から特定健康診査及び特定保健

指導が導入されたことにより、基準額の

３分の１が新たに交付されることとなっ

たものでございます。

　項２、府補助金、目１、事業助成補助

金は、前年度に比べ３．７％、約３２万

円の増となっております。

　目２、老人医療波及分補助金は、前年

度に比べ２６％、約４２万円の増となっ

ており、対象経費の増によるものでござ

います。

　２４ページ、目３、障害者医療波及分

補助金は、前年度に比べ０．１％、４，

７４７円の減となっております。

　目４、財政調整交付金は、前年度に比

べ９．５％、約３，６６２万円の減となっ

ております。

　これは、主に特別調整交付金の減によ

るものでございます。

　款７、共同事業交付金、項１、共同事

業交付金、目１、高額医療費共同事業交

付金は、前年度に比べ１０．８％、約１，

５２１万円の増となっております。

　これは、１件８０万円以上の高額医療

費７４４件を対象に交付を受けたもので

ございます。

　目２、保険財政共同安定化事業交付金

は、医療費３０万円以上にかかる府下市

町村国保による共同事業で、前年度に比

べ３３％、約２億６６３万円の増となっ

ております。

　これは、１件３０万円以上の医療費３，

６１２件を対象に交付を受けたものでご

ざいます。

　款８、繰入金、項１、一般会計繰入金、

－17－



目１、一般会計繰入金は、前年度に比べ

７．８％、約３，９１５万円の減となっ

ております。

　これは、職員給与費等繰入金が、人件

費や国保システム改造委託料の減などに

より、約４，９２５万円の減となったこ

とが主な理由でございます。

　なお、平成２０年度から新たに特定健

診の負担を軽減するため、繰り入れをい

たしております。

　この結果、被保険者１人当たり繰入額

は１万７，２３６円となり、前年度に比

べ、１，４２２円の増額となっておりま

す。

　目２、保険基盤安定繰入金は、前年度

に比べ５．５％、約１，９７６万円の減

となっております。

　款９、諸収入、項１、市預金利子、目

１、市預金利子はございません。

　項２、雑入、目１、一般被保険者第三

者納付金、目２、退職被保険者等第三者

納付金は、交通事故等による第三者納付

金でございます。

　２６ページ、目３、一般被保険者返納

金、目４、退職被保険者等返納金は、社

会保険加入等による国保資格喪失後の受

診にかかる返納金でございます。

　目５、雑入は、前期高齢者の一部負担

金が２割から１割に軽減されたことに伴

い、現金給付された軽減分について指定

公費が収入されたものでございます。

　続きまして、歳出でございますが、２

８ページ、款１、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費は、前年度に比

べ１９．１％、約２，２４６万円の減と

なっております。

　これは、人件費や国保システム改造委

託料の減が主なものとなっております。

　目２、連合会負担金は、前年度に比べ

１３．６％の減となっております。

　これは、被保険者数の減少に伴うもの

でございます。

　３０ページ、目３、市町村部会負担金

は、近畿都市国民健康保険者協議会等の

負担金でございます。

　項２、徴収費、目１、賦課徴収費は、

前年度に比べ５０．１％、約１，９８６

万円の減となっております。

　これは、平成２０年度に前納報償金及

び口座振替奨励金を廃止したことなどに

よるものでございます。

　項３、運営協議会費、目１、運営協議

会費は、前年度に比べ１．１％の減となっ

ております。

　款２、保険給付費、項１、療養諸費、

目１、一般被保険者療養給付費は、前年

度に比べ６２．７％、約１８億６，４４

５万円の増となっております。

　これは、退職被保険者のうち前期高齢

者該当者が一般に移行したことに伴い、

療養給付費が大幅に増加したことなどに

よるものでございます。

　また、移行に伴い、１人当たりの保険

者負担額も１９万５７４円と、前年度に

比べ２９．６％の大幅な増となっており

ます。

　なお、診療報酬請求明細書件数は、３

１万５，７８４件でございます。

　目２、退職被保険者等療養給付費は、

一般被保険者への移行に伴う退職被保険

者数の減少により、前年度に比べ７３．

９％、約１５億８，８７６万円の大幅な

減となっております。

　１人当たりの保険者負担額は、３６万

９，０７５円で、前年度に比べ２０．５

％の増となっており、診療報酬請求明細

書件数は３万３，４３５件でございます。

　目３、一般被保険者療養費は、前年度

に比べ５２．４％、約５，４９２万円の

増となっております。
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　１人当たりの保険者負担額は６，２９

１円で、前年度に比べ２１．４％の増と

なっており、支給件数も１万７，２８７

件と４２．１％の増となっております。

　目４、退職被保険者等療養費は、前年

度に比べ７０．７％、約５，２６５万円

の減となっております。

　１人当たりの保険者負担額は１万４，

３６９円で、前年度に比べ３５．３％の

増となっているものの、退職被保険者数

の減により、支給件数は２，２２０件と

なり、前年度に比べ６６．４％の減となっ

ております。

　目５、審査支払い手数料は、前年度に

比べ３．８％、約６８万円の増となって

おります。件数は３４万９，３８０件分

でございます。

　３２ページ、項２、高額療養費、目１、

一般被保険者高額療養費は、前年度に比

べ６１．４％、約１億８，２６２万円の

増となっております。

　これは、退職被保険者の一般への移行

に伴い、支給件数が７，９２４件と、前

年度に比べ４８．９％の大幅な増となっ

たことによるものでございます。

　なお、１件当たり６万６０４円でござ

います。

　目２、退職被保険者等高額療養費は、

前年度に比べ５３％、約９，２０８万円

の減となっております。

　これは退職被保険者の一般への移行に

伴うもので、支給件数は１，７７５件と、

前年度に比べ６５．３％の減となってお

ります。

　なお、１件当たり支給額は４万６，０

６０円でございます。

　項３、移送費、目１、一般被保険者移

送費及び目２、退職被保険者等移送費は、

執行しておりません。

　項４、出産育児諸費、目１、出産育児

一時金は、支給件数１５１件となってお

ります。

　項５、葬祭諸費、目１、葬祭費は、支

給件数１５０件となっております。

　項６、精神結核医療給付費、目１、精

神結核医療給付費は、前年度に比べ６．

２％、約５４万円の増となっております。

　支給件数は６，６２１件で、１件当た

り１，４１８円を給付しております。

　款３、後期高齢者支援金等、項１、後

期高齢者支援金等、目１、後期高齢者支

援金等は、後期高齢者医療制度への拠出

金で、平成２０年度から、新たに被保険

者数に応じて社会保険診療報酬支払基金

に拠出をしたものでございます。

　目２、後期高齢者関係事務費拠出金は、

後期高齢者医療制度にかかる事務費でご

ざいます。

　款４、前期高齢者納付金等、項１、前

期高齢者納付金等、目１、前期高齢者納

付金は、保険者ごとの前期高齢者の偏在

による負担の不均衡を調整するため、平

成２０年度から新たに被保険者数に応じ

て社会保険診療報酬支払基金に拠出した

ものでございます。

　目２、前期高齢者関係事務費拠出金は、

前期高齢者医療制度にかかる事務費でご

ざいます。

　３４ページ、款５、老人保健拠出金、

項１、老人保健拠出金、目１、老人保健

医療費拠出金及び目２、老人保健事務費

拠出金は、いずれも社会保険診療報酬支

払基金に拠出したもので、前年度に比べ

９０％の減となっております。

　これは、老人保健医療制度が平成１９

年度末で廃止され、給付費等の支払いが

３月分の１か月分のみになったことによ

り、拠出額が減となったものでございま

す。

　款６、介護納付金、項１、介護納付金、
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目１、介護納付金は、第２号被保険者１

人当たり４万９，６３３円の拠出金で、

前年度と比較して１人当たり１５７円、

０．３％の増となりましたが、前々年度

確定拠出分についての過払い額、約７，

４８７万円が相殺され、総額では前年度

に比べ１３．４％、約６，７６１万円の

減となっております。

　款７、共同事業拠出金、項１、共同事

業拠出金、目１、高額医療費共同事業医

療費拠出金は、８０万円以上の高額な医

療費の再保険事業として拠出したもので、

前年度に比べ３０．６％、約４，８９５

万円の増となっております。

　また、目２、保険財政共同安定化事業

拠出金は、３０万円以上の医療費の再保

険事業として拠出したもので、前年度に

比べ２３．３％、約１億６，２５４万円

の増となっております。

　款８、保健施設費、項１、保健施設費、

目１、特定健康診査等事業費は、特定健

康診査委託料など、平成２０年度から始

まった特定健康診査等の実施にかかる経

費を支出しております。

　３６ページ、目２、保健衛生普及費は、

前年度に比べ７２．６％、約２，７５３

万円の減となっております。

　この主な要因は、特定健康診査等の実

施にかかるシステム開発経費がなくなっ

たことによるものでございます。

　款９、諸支出金、項１、償還金及び還

付加算金、目１、一般被保険者保険料還

付金は２２０世帯分。

　目２、退職被保険者等保険料還付金は、

２１世帯分の過年度分保険料を還付いた

しております。

　目３、償還金は、平成１９年度事業の

確定に伴う大阪府老人医療波及分補助金

精算返還金でございます。

　款１０予備費につきましては、執行し

ておりません。

　款１１、繰上充用金、項１、繰上充用

金、目１、繰上充用金は、平成１９年度

の不足額を補てんしたものでございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○森西正委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　本保委員。

○本保加津枝委員　概要の１９３ページ、

予算額４９０万円ということで、若年者

健診委託料がその中に入っておりますけ

れども、４９０万円の予算額の中で７４

万２，０００円について決算をされてお

ります。

　残りが４１５万８，０００円というこ

とで、非常に大きな金額が残っているわ

けですけれども、これについてお尋ねを

させていただきたいと思います。

　この若年者健診の実施という中身が記

載されておりますけれども、その内容と

受診の詳細についてお尋ねをいたします。

　どのような健診が行われているものか

ということと、対象者数の年齢ですね。

またこの対象者数が何名いらっしゃった

のか、あわせてお尋ねをしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　答弁を求めます。

　　堤参事。

○堤保健福祉部参事　若年者健康診査委

託料の不用額についてのご質問にお答え

申し上げます。

　若年者健康診査につきましては、特定

健診制度の導入前は毎月受診勧奨を行っ

ておりました。市民健診にあわせて毎月

受診勧奨を行っておりましたが、導入後

につきましては、健診が特定保健指導を

実施する関係で、毎月実施ではなくなっ

たことから、受診勧奨ができなくなり、

受診件数が前年度に比べ７７５件から１
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０６件へ大きく落ち込んだものでござい

ます。

　そこで、平成２１年度につきましては、

受診率向上のための勧奨を再開をしてい

るところでございます。

　対象年齢につきましては、主に３０代

の被保険者を対象としておりまして、特

定健康診査の対象にならない方について

対象とさせていただいておるところでご

ざいます。

○森西正委員長　前野参事。

○前野健康推進課参事　健診内容につき

ましては特定健診と同じで、血液検査、

血圧測定、検尿、そして必要な方に心電

図がとなるんですけれども、基本的に４

０歳以上の特定健診内容と同等です。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　導入後の勧奨の変化

によって激減したということで、これだ

けの差額が残ったということでご答弁を

いただきました。

　これにつきましても、やはり対象年齢

３０代ということで、この特定健診の対

象外ということに指定をされているとい

うことなんですけれども、なかなか若い

間の年齢といいますのは、仕事とかさま

ざまな環境条件によって受診がなかなか

積極的に行われないというのが現状だと

思いますので、近年はこの２０代あるい

は３０代の方の、例えばがんの発症率な

んかも非常に高くなっておりますので、

こちらの方で国保の２０年度の事業実績

の中の６ページにも年齢別の被保険者数

というのが書かれておりますけれども、

３０代というのはやはり４０代よりも多

い人数、３，４９６名ということで、一

般の方だけの人数でも上がっておりまし

て、全体の中のやはり６０代が２９．５

３％に比して２番目になります１３．４

２％という数字が上げられておりますの

で、やはり全体としての比率も第２位に

あるということで、この３０代の方の受

診率の向上ですね、また今後どのように

図っていかれようとされているのか、２

１年度からまた勧奨再開ということで、

しっかりと推進をしていきたいというふ

うに今お答えをいただきましたので、そ

の計画ですね、どんな形で受診率の向上

を図っていこうとされておられるのか、

お聞かせをいただきたいと思います。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　誕生日の２か月前

に、勧奨のはがきを送付をいたしており

ます。ただ、４月、５月、受診のできな

い月とかがございますので、４月に６月

誕生日の方を送付し、２月、３月送付は

翌年度の４、５月の誕生日の方の分を送

付しているというような状況になってお

ります。

　また、これは若年者健診ではないんで

すけれども、特定健診の方も非常に受診

率が低かったということで、現在、１９

年度受診されておられて２０年度受診さ

れておられないという方につきまして、

電話で直接どのような理由があったのか、

いろいろとお聞かせをいただいておりま

す。その中で改善できるものは改善し、

受診勧奨もあわせて行っておるところで

ございます。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　わかりました。誕生

日の２カ月前に申込用のはがきですね、

対象者ですよという勧奨のはがきを送っ

ていただいているんですけれども、やは

り受診者の側からの要望としましては、

もうちょっとこの月だけでなければいけ

ないとか、ここだけに指定されて受診し

てくださいということで、やはり自身の

生活環境等によってどうしても受けづら

いという声も耳にいたします。
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　この辺について去年受けたのにことし

受けていないとか、あるいは一昨年受け

たのに昨年は受けていないとかっていう

ふうな方に電話で状況を把握して推進を

していっておられるというご答弁だった

んですけれども、この辺で状況なんかも

お電話をされたときにきちんと、できる

範囲になると思いますけれども聞いてい

ただいて、できるだけその方が受診をす

るためにはその方に対してどのように対

応してあげれば受診ができるのですかと

いうこと等も、範囲は限られてくると思

います。柔軟な体制で、どこでもいけま

すよということにはなかなかしがたいも

のがあるということもわかっているんで

すけれども、受診者の立場からすればも

う少し幅を持たせて、融通のきく、せっ

かく受診しなさいと言ってもらっても、

指定されたところで受診ができない場合

は、もう少し大きく幅を持たせて受診の

機会を設けてもらえないものだろうかと

いうふうな要望もございます。

　こういったことに対しては、どのよう

に考えておられるのかお聞かせください。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　特定健診も含めて

でございますけれども、例えば、ご夫婦

であれば誕生日が違っていても一緒に受

診されたいという方もございますので、

その場合は申し出があればその月に早め

てお送りしたり、あるいは後でも受ける

ことができますので、後で一緒に受けて

いただいても結構ですよということはご

案内を申し上げているところでございま

す。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　わかりました。

　私も健診を受けさせていただいたとき

に、遅い時間にお電話をいただきまして、

帰宅がいつもまちまちなものですから、

多分それまで何度もお電話をいただいて

いたんだと思うんですけれども、こういっ

た状況ですので、別にまた再検査を受け

てくださいということで、丁寧なお電話

をいただいた経験があります。

　こんな遅い時間まで頑張っていただい

ているんですねということで、職員の方

にお話をさせていただいたことがありま

したけれども、やはり電話をかけていた

だいて推進をしていただくことで、受診

率の向上というものが図られるというこ

とが大きいんだなということも、自分自

身も実感をいたしました。

　わざわざ電話してまで言ってくださる

んだなというふうな印象がありましたの

で、やっぱり受けないといけないなとい

うふうにもそのとき感じまして、受診し

ましたらやはりきちんと健診の方で判明

してることに関するものが出ましたので、

やはり行ってよかったなという実感もあ

りました。

　推進をしていただくということは、も

う非常に大事なことでありますので、今

後とも、例えば誕生月をご夫婦で一緒に

行きたいからずらせるということも、こ

れから高齢化ですので、例えばお一人だっ

たら行きにくいという場合に、とてもよ

い方法、方向性だと思います。

　しかしそれだけでなくて、やはり若い

人が受診をできるようにという、単身者

の方も今３０代が非常に多くなっており

ますので、そういった単身世帯にどうア

プローチしていくかということも今後しっ

かりと考えていただいて、せっかく設け

ていただいております若年者の健診です

ので、しっかりと受診率が向上していき

ますように図っていただきたいと思いま

す。要望といたします。よろしくお願い

いたします。

○森西正委員長　ほかにございますか。
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　山崎委員。

○山崎雅数委員　まず歳入の方なんです

けれども、今回、後期高齢者医療が始ま

りまして加入者が非常に動いたというこ

とで、単純に比較はしにくくなったんじゃ

ないかと思うんですけれども、保険料の

収納率について、どんなふうに評価をさ

れるのかお聞きしたいと思います。

　まず保険料、年金からの天引きが始ま

りまして、天引きでの収納率をお聞かせ

いただければと思います。

　社会福祉協議会なんかの調べなどでは、

多く自治体が天引きは１００％もう入っ

ているというようなことにされていると

ころが多いようなんですけれども、いか

がでしょうか。

　それと国・府補助金、交付金というの

があるわけですけれども、これ乳幼児医

療助成とか収納率の関係などでペナルティー

というか調整という名前の減額があるか

と思うんですけれども、本来の調定額と

いうか本来入ってくるべきお金というか、

これの差額、減額があるか教えていただ

きたいと思います。

　決算で支給総量が決定して調定額が決

まるということになるのかなと思ってお

りますので、お願いいたします。

　それから歳出の方なんですけれども、

概要の１８９ページ、決算書の３２ペー

ジなんですけれども、一般会計でもちょっ

と触れましたけれども、後期高齢者医療

が始まりまして、これ支援金１０億円、

新たにどんと要るというようなこととか、

老健の負担金が減るということなんです

けれども、全体として、摂津市の国保の

負担としては重くなったのか軽くなった

のかというか、ざっと見て教えていただ

ければと。

　老健の拠出金、それから後期、前期の

支援金、療養給付も減りましたね。共同

事業の拠出金、負担金などがありますの

で、ちょっとその辺の関係をお聞きした

いと思います。

　次に、概要１９１ページ、決算書の３

４ページですね。これ安定化事業拠出金

などもあるんですけれども、これは摂津

市としてまた、拠出金云々では持ち出し

になっているのかなという気がしており

まして、どんな感じなのかということを

お聞きしたいと思うんですが。

　老健の１億７，０００万円の拠出金な

ども摂津市に下りてくる分でいうと持ち

出しなのかなと思ったりしているので、

教えていただければと思います。

　それから概要の１９２ページですね、

先ほども若年の健診のことをお聞きされ

ていましたけれども、私の方は特定健診

そのものですね。メタボ健診の方で。

　昨年までの市の健康診断とかがん検診

なんかも行われておりましたけれども、

どういうふうな評価がされたか、お聞き

したいと思うんですが。

　事務報告にはメタボ健診の健康の指導

数ですね。後で言うセミナーの参加の方

がどうだったのか、それもお聞きしたい

と思います。

　また、ことしはこれ２年目で、まだ半

年なんですけれども、滑り出しというか、

去年に比べてどんな感じかというのがわ

かれば、それもお聞かせいただきたいと

は思っております。

　次に、老健なんですけれども、ことし

も少し残っているというようなことでし

たんで、去年までは３月までの正規の残

りということなんですけれども、これが

終息していくのかどうか、医療請求の期

限とかいうものがあるのかどうか、お聞

かせいただきたいと思います。

○森西正委員長　答弁を求めます。

　寺田参事。
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○寺田国保年金課参事　それでは、山崎

委員から老人保健医療特別会計について

のご質問にお答えします。

　老人保健医療制度につきましては、平

成２０年３月末をもちまして廃止され、

２０年４月からは後期高齢者医療制度に

移行いたしました。２０年度の老人保健

医療特別会計におきましては、２０年３

月診療分丸々１か月分と、それ以前の精

算分、医療機関と市の間の精算業務を行

うこととなっております。

　その整理期間といたしまして、老人保

健医療特別会計につきましては、２０年、

２１年、２２年の３か年を予定されてお

ります。

　医療機関からの請求の時効については

３年というふうに伺っております。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　１点目の、加入者

が減って単純化するのは難しいが、収納

率の評価ということでございますが、ま

ず国民健康保険料の収納率につきまして

は、残念ながら漸減とかいうことで減っ

ております。

　２０年度において収納特別対策という

ことで平成１９年度から国保の料金が１

２回が１０回割りになったわけなんです

けれども、この２か月間を利用しまして、

徴収員の方を活用いたしまして、集中的

に２０年の４月、５月に訪問徴収とかを

していただいたというようなことがあり

まして、それで４月、５月の収入につい

ては滞納分が２０年度収入になり、現年

分は１９年度収入になるということで、

評価は非常に難しいんですけれども、現

年、調定額に対する収入総額費は若干ふ

えたというのが実情でございます。

　ただ、これは２０年度の結果でござい

ますけれども、２１年度はさきの本会議

の方でもありましたように、秋のリーマ

ンショック以降、やはり収納率というの

は非常に厳しい状況でございます。

　それから、２点目の年金の天引きにつ

いては、摂津の国保という資料がござい

ますので、そちらの１２ページに納付区

分別収納状況というのをお示しさせてい

ただいております。収納率については１

００．０２％になっております。１００

％を超えておりまして、この分につきま

しては、亡くなられたとか、あるいは異

動されたことによって還付をさせていた

だくべき方で、年度内において還付でき

なかったために未還付金が生じて１００

％を超えているものでございます。

　それから、国保の補助によるペナルティー

の関係でございますが、府の事業の分に

ついては、波及分についてはちょうだい

しているような感じです。市単独分のペ

ナルティーについては今数字を持ち合わ

せていないので、後でご答弁させていた

だきます。

　それから、次に歳出の方で、概要の１

８９ページの支援金の話として、全体と

して国保の負担が重くなったのかという

お問いなんですけれども、後期高齢者の

支援金につきましては、平成２０年度に

つきましては、後期高齢者医療制度が創

設されまして、後期高齢者の医療につい

ては新たに約５０％を公費負担として、

１０％を後期高齢者のみずからの保険料、

残りを現役世代からの支援金、後期高齢

者支援金として賄うということにされた

ところでございます。

　２０年度につきましては、これ以外に

も、先ほど補足説明にもございましたよ

うに、前期高齢者の方にかかわる負担調

整等がございまして、全体的にわかりや

すくお示しするというのは非常に難しい

ところではございますが、平成２０年度

の決算で見ますと、約７億８，５００万
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円の累積赤字が出ております。単年度で

見ますと、約３億５，１００万円という

単年度収支の赤字になっております。

　細かく見ていきますと、過年度精算あ

るいは翌年度精算、翌々年度精算という

のがございますので、この３億５，１０

０万円の単年度収支につきましては、実

は２１年度に歳入された分として、１億

５，８００万円ほどが歳入されておりま

して、次回の補正予算でも上げさせてい

ただこうということになってはおるんで

すけれども、さらにその翌年度にも精算

が予定されている、前期高齢者の精算金

が入ってくる予定になっております。

　ただ、調整交付金等は収入の増減によ

りまして、増減されますので、実際にそ

の翌々年度、２２年度に入ってくるお金

が幾らになるかというのは、その調整交

付金との関係とかございますので、幾ら

になるかというのは今のところ未定なん

ですが、そういう形で２０年度そのもの

の赤字額というのは、３億５，０００万

円から今現在では１億８，３００万円ほ

どに変わっていると。さらに前期高齢者

にかかわる交付額が歳入される見込みと

なっているというような状況でございま

す。ですので、後期高齢者支援金単独で

みるとあれなんですけれども、全体的に

見ていただくと、こういう形になってい

るというところでございます。

　それから、国保財政共同安定化事業の

方を先に説明させていただきます。

　国保財政共同安定化事業につきまして

は、都道府県内の市町村国保間の保険料

の平準化、財政の安定化を図るために、

１件３０万円以上８０万円未満の医療費

について拠出金を出し合って、医療費の

負担の軽減をするという制度でございま

して、昨年度実績は約８億５，９７７万

円を拠出し、８億３，２６３万円の交付

を受けておりますので、差し引き２，７

１４万円拠出が多いという状況でござい

ます。

　それから、高額医療共同事業につきま

しては、８０万円以上のレセプトが対象

となっておりまして、こちらの方も拠出

金が２億８９４万６，０００円に対して、

交付額が１億５，５８８万３，０００円

でございますので、かなりの負担超過と

いうふうになっております。

　それから、特定健診についてですが、

今後の見込みについて、国保年金課の方

から答弁をさせていただきたいと思いま

す。

　先ほどもご説明申し上げましたように、

特定健診につきましては、１９年度まで

実施しておりました市民健診に比べて、

健診の受診率がかなり低下をしておりま

す。それにつきましては、平成２１年度

に電話によるアンケート調査を進めさせ

ていただきまして、現在集計を行ってお

るところでございます。

　２０年度につきましては、目標として

おりました数字が特定健診につきまして

は４０％でございましたが、国に報告し

ております受診率については、残念なが

ら２６．４％と、かなりの乖離を生じて

おります。

　そのことにつきまして、２１年度は現

在申し上げたような個別アンケートによ

る取り組みをしておるんですけれども、

２２年度につきましては、さらに一層受

診しやすい体制を築き上げたいというこ

とで、さらなる受診勧奨を今計画をして

おる段階でございます。

　具体的なことにつきましては、また２

２年度予算のときにご説明をさせていた

だきたいということで、今の段階ではそ

ういうふうな取り組みを予定していると

いうことで、よろしくお願いいたします。
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○森西正委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　先ほど、堤参事か

ら高額の分の共同事業の答弁をさせてい

ただいておりますが、一部ちょっと誤り

がありますので、訂正をさせていただき

ます。

　２億８９４万円の拠出に対して、１億

５，５８８万円ほどの歳入であるという

ことで、出よりも入りの方が少ないとい

うようなことでご答弁を申し上げており

ますが、この事業につきましては、これ

とは別に国の方から負担金が入っており

ますので、総額ベースで申しますと、歳

入が２億６，１９９万８，０００円とい

う数字になりますので、そういう意味で

申しますと、トータル６，０００万円ほ

ど増になると。

　ただし、これは単純な拠出額で調整す

るという形じゃなくて、１件８０万円以

上の高額医療費、この部分については国

費が投入されているということで、いわ

ゆる本市だけがプラスになっているわけ

じゃなくて、保険者全体がプラスになる

というような仕組みでございますので、

その分、訂正をさせていただきたいと思

います。

○森西正委員長　暫時休憩します。

　　（正　　午　休憩）

　　（午後１時　再開）

○森西正委員長　それでは、休憩前に引

き続きまして、再開をします。

　堤参事。

○堤保健福祉部参事　午前中、お答えで

きなかった件につきまして、２点ご説明

をさせていただきたいと思います。

　まず、地方単独事業によるペナルティー

でございますが、減額対象となりました

のは、老人医療、障害者医療、ひとり親

家庭医療の３医療の合計で、８，６０５

万４，９２８円となっております。減額

されました国庫負担金は２，９２５万８，

６７６円となっております。このうち、

大阪府から減額に対するペナルティーの

補助として６９１万６５４円が、それと、

波及分に対する補助といたしまして、老

人医療波及分補助が２０７万１，３８５

円、障害者医療分の波及分補助が５２５

万５，７７６円歳入されておりますので、

合計で１，４２３万７，８１５円となっ

ております。

　それから、特定健診等のうち、特定保

健指導の分が漏れておりましたので、追

加でご説明をさせていただきたいと思い

ます。

　特定保健指導につきましては、目標の

２５％に対しまして１７％の実施率でご

ざいました。そこで、午前中にもご説明

申し上げました、まず入り口である特定

健診の受診率の向上を図るとともに、個

別指導の充実を図っていきたいというふ

うに考えております。特に２０年度につ

いては制度に追われていた面もございま

すので、２２年度につきましてはシステ

ム改修等を図って、事務の負担を軽減し

て、保健師等による指導がより充実する

ように図ってまいりたいというふうに考

えております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　特定健診ですね、今、

お答えいただきました。新たな制度です

けれども、確かに予防事業というのは大

切な事業ですし、新たな措置もされてい

るわけですから、大いに取り組んでいた

だきたい、引き上げていっていただきた

いと思っております。

　まず、後期高齢者やいろんな制度ある

んですけれども、こういったものが制度

の変更で負担をふやしているのかどうか

ということをお聞きしたかったんですけ

れども、とりあえず赤字ですということ
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のお答えだったんですけれども、拠出分

などもですね、国からの補てんが必要な

形になっていると。たくさん国からも拠

出事業にも出ているというお答えもあり

ました。本当に赤字なわけなんですけれ

ども、これに先ほどペナルティー、１，

４００万円減額というかですね、かかっ

てきている。収納率も大変だというよう

なことで、私、計算したら０．２％ぐら

い、若干下がったのかなと思っているん

ですけども、そういった部分の未収の問

題ですね、こういったものがすべて赤字

に反映したということでもないかどうか

わかりませんけれども、反映しないとい

うことにもならないと思うんです。本来、

これら保険料負担、被保険者にしてみれ

ば、自分たちとは関係ない部分で赤字を

保険料で負担するしかないというか、こ

ういったのが、今、国保の仕組みの一番

大変なところだと思っております。国、

府、団体負担金をきちんと入れていただ

いて、加入者の負担をふやしていかない

仕組みを確立していかなくてはいけない

と考えております。

　公的な負担金というのは、単年度の精

算で、それこそ、会計そのものが赤字が

あろうと、なかろうと、自分とこの持ち

分はこれだけですよということで来るわ

けです。そうすると、その中で残った累

積がすべて自治体の責任というのは、国

の責任はどうなるのか疑問に思うところ

なんですけども、これ、制度上ですね、

赤字が出る制度になっているのではない

かと思っております。国の負担割合をしっ

かりとふやしていくべきだと考えており

ますけれども、新しい政権では、こういっ

たところで変化というか見通しが何かあ

るのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　そういった市民の生活が大変だという

ところで摂津市が独自減免をやっていた

だいていますけれども、横出しで、この

部分の申請とかですね、これがふえてい

るのかどうか、お聞かせいただきたいと

思います。

　老健の会計は、２２年までの３年でな

くなるというのはわかりました。それか

ら、老健の会計が残っているときに我々

は後期高齢者医療制度を廃止をして、国

保に戻して、老健を復活させるというこ

とは、そんなに難しいことではないと思っ

ておりますけれども、国会の中継を見て

おりますと、長妻大臣がシステム戻すの

に２年かかるなどというふうなことを言っ

ておりますが、もともと老健のデータは

市から連合へ送ったデータなわけですね。

これを復活させるのに、そんなに難しい

と私は思わないんですけれども、どうい

うふうに考えておられるのか、お聞かせ

いただきたいと思っております。

　制度としては、国保に戻して、老健と

して老人医療の助成の制度ですから、そ

れを充実させていこうという形で、問題

はないのではないかと思っております。

　２点お願いいたします。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　まず、新しい政権

での変化についてですが、私の段階でお

答えしていいのかどうか、ちょっとわか

らないんですけれども、一担当課長とし

ては、新しい政権の方向性というのがま

だはっきりとは出てないということで、

とりあえず、その３番目の老健に戻すと

いう話も含めまして、２年ぐらいかけて

ゆっくりと、という話になっております。

　実際に、後期高齢者医療制度がなぜ設

けられたのかということを考えてみます

と、先ほども後期高齢者支援金の話でご

説明をさせていただいたように、５０％

を国保で、４０％が保険者の負担だとい
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うようなことで、非常にふえていく高齢

者の医療をどうするのかというところが、

やはり一番大きな問題であると思います。

各市ごとに制度が変わるということも、

やはり問題であるのかなというふうに思っ

ております。そういう面で、後期高齢者

医療制度は大阪府単位で同じ医療が保障

されるということですので、ここらあた

りは、やはり将来の国保のあるべき姿で

はないかというふうには考えております。

新政権の施策の中に載っておりましたけ

れども、何年か後に統一をしていくとい

うふうなことが書いてありました。安心

して医療を受けるためには、やはり国が

責任を持つという意味において、そうあ

るべきであるというふうに私は考えてお

ります。

　次に、減免についてでございますが、

平成２０年度の保険料の減免状況でござ

いますが、申請件数は５２７件でござい

ました。そのうち、所得オーバーなどで

非該当になった方が１２件、残りの５１

５件の方に減免を適用させていただいて

おります。金額にして約２，８３２万円

でございます。平成２０年度につきまし

ては、被保険者数そのものが大幅に減少

しておりますので、申請件数では前年度

を下回っておりますが、減免世帯の割合

につきましては、平成１４年度から６年

間連続で増加をいたしております。増加

の要因といたしましては、短期被保険者

証の更新の案内時に減免の手引きを同封

して、分納の相談だけではなくて、こう

いう形で下げることもできますよという

案内をさせていただいております。窓口

納付相談のときにも、収入が減少してい

る方については、減免制度の紹介をさせ

ていただいておりますので、こういった

ことも要因になっていると考えておりま

す。

　それと、老健につきましては、参事の

方からお答えさせていただきます。

○森西正委員長　寺田参事。

○寺田国保年金課参事　山崎委員から、

後期高齢者医療制度を老健制度に復活す

ることについて、さほど実務的に混乱な

く実施できるのではないかというお問い

かなというふうに思います。その是非に

ついては別といたしまして、現場で実務

を担当している者といたしましては、や

はり被保険者の納付方法に対する混乱と

いうのが、無視できないというふうに考

えております。実際、後期高齢者医療制

度で、国の方の制度改正で納付方法がい

ろいろ変更になりました。その都度、後

期高齢者の被保険者の方が普通徴収になっ

たり、特別徴収になったりということで、

大変ご迷惑をかけたということを考えま

すと、今、また保険を国保に戻して、ま

た新たな制度を新設するということは、

ちょっと実務担当者としては、なかなか

難しい面があるのではないかというふう

に考えております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　後期高齢者の方は、ま

た後期高齢者でやろうと思いますけれど

も、納付方法については、国保も天引き

も始まっていますから、そんなに差があ

るということでは私はないと思っており

ます。

　後期高齢者は先に延ばしますけども、

保険料負担の部分で後期高齢者が２年ぐ

らいかけてという話もありましたけども、

悪い制度というか、この条例どおりにや

ると、保険料負担がふえていくというこ

の制度、いいとは思ってられないと思う

んです。後期高齢者も同じなんですけど

も、悪い制度を、手間がかかるからとい

うて、２年間そのままにしておくという

こと自体が私たちには理解できない。条
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例どおりに国保の保険料が上がっていく

というようなことに対して、何らかの手

だてを打っていくという、アクションを

起こしていくべきではないかと。国の制

度の改定待ちではなくて、今、手を打つ

ということが必要なんではないかと。

　先ほども５１５件、減免の申請がある

というのが実情です。１４年から上がり

続けているというのが実情、こういった

市民生活の実態を見ながら制度の不備と

いうか、市民負担をかけないというよう

な立場で、そのままにしておくんではな

くて、何らかの手を打っていくというこ

とが考えられないのか、最後にお聞きし

たいと思います。

○森西正委員長　全般的なことになって

くるというふうに思いますけれども、国

の制度に市として何か働きかけとか、考

えとかというのがあるのか、そういう部

分も含めて総括的に、答弁お願いします。

　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　この国保の運営に

つきましては、これまで、さまざまな場

面でご意見をちょうだいしてきているわ

けですが、年々、いわゆる保険制度改革

の中で全国的な調整が入り、また、都道

府県単位での調整が入り、それから、社

保と国保の間での調整が入りというよう

なことで、非常に複雑になってきている。

この最大の要因は、日本の少子高齢化と

いう中で医療費が年々増嵩していくのを

どういう形で賄っていくのかというとこ

ろに尽きるわけですね。

　それで、過去、いわゆる小泉改革の中

で国費を抑えるというようなことで保険

者に調整が入ってきている。こういう中

で、非常に本市の国保についても、以前

よりもどんどんコントロールがしにくい

状況になってきているのが現状でござい

ます。具体に申しますと、先ほど共同事

業の中での話もございましたが、本市の

国保加入者１人当たりの医療費は、大阪

府下、下から２番目という状態なわけで

すね。これは決して、市内に大きな医療

機関がないからということじゃなくて、

最大の理由は国保の加入者の中で占める

割合が、先ほど本保委員のご質問の中で

もありましたが、２０代、３０代のあた

りが非常に多いという特徴があるために、

平均値の医療費は安くなっている。

　ところが、この部分で、当然、医療費

が安ければ、安い保険料で国保の運営が

できるという仕組みだったものが、今は

１件３０万円以上の医療費については、

大阪府下で調整をするという仕組みが入っ

てきて、先ほど堤参事の答弁でも申し上

げましたが、この部分は、市からお支払

いしている拠出金に比べて払い戻しになっ

てきた部分が少ない。結果的にその分は

保険者の負担になってしまうというよう

なことで、なかなか被保険者を巻き込ん

で努力をやっても、それが直に結びつか

んというような、非常に国保運営として

は不透明な状態に年々なってきていると

いう状況があるわけです。

　そういう中で、なかなか単年度収支を

とんとんにするというような形の予算組

みも、非常にやりにくくなってきている

というようなことですが、そういう中で

あっても、やはり私どもとしては、国保

いうのは、これまでさまざまな場面でも

言われておりますが、最終、日本のこの

国民皆保険制度を守る一番最後の医療保

険者でもありますので、この部分はぜひ

とも、できるだけ加入者の方々にご負担

にならないような形で、なおかつ、保険

者としては、できるだけ収支を合わせる

ような形で努力をしていきたいというよ

うなことでです。

　確かに、本市の条例では、一定、給付
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が確定した段階で、国、府の負担金等を

入れていくと、残りを保険料という条例

にしておりますので、これに基づいた料

率設定はやらざるを得ないというような

部分はあるんです。ただ、私どもとして

は、一直線にそういう形ということは決

して考えておりませんで、これは日々、

特に国保の担当窓口では、一人ひとりの

市民の方々が訪れて、それぞれのおうち

の状態なり、お仕事の状態なり、健康の

状態なりをお聞きしておりますので、そ

ういう方々にも、やはりできるだけ少な

い保険料で運営するというようなことで、

さまざまな知恵、工夫を凝らしながらこ

れまでやってきておりますので、今後に

ついても、その姿勢は堅持しながら、山

崎委員ご指摘のように国の制度そのもの

の一定の矛盾点、これは私も保険者とし

ては十分感じておりますので、この部分

については、大阪府の市長会通じてこれ

までからも要望はしてきておりますが、

新政権になってもこの問題というのは一

向に解決されておりませんので、今後に

ついても、引き続き改善を求めてまいり

たいと思います。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　補足説明で１人当たり

の医療給付の説明もありました。保険料

と窓口負担、介護から何からいろんな公

的な負担がかかってきて、年金の半分が

医者代でとんでいくという現実が、今、

あるわけですね。これをやはり見ていた

だいて、国へ、それこそ、医療制度その

ものを改善していただけるように要望し

ていただきたいと強く要望して、終わり

ます。

○森西正委員長　ほかにございませんか。

　弘委員。

○弘豊委員　私からも数点にわたって、

質問をさせていただきたいと思います。

　一つは、この摂津市の国保の冊子、１

１ページでありますけれども、収納状況

では、先ほども説明で、２０年度、収納

率が８５．２１％と下がっていると、報

告がありました。説明の中では、リーマ

ンショック以降の厳しい経済状況も反映

していると言われることも出ていますが、

収納の担当で、実際、回られている中で

の特徴的なことなどがもしわかれば、教

えていただきたいなというふうに思って

います。私も、休日とかに市の職員が、

訪問などで滞納者のところに回られてい

るのかなというお姿もお見かけしたりし

ます。熱心に取り組んでおられる、また、

窓口での相談もご苦労もされているとい

うふうに思いますが、その辺のところの

中身を教えていただけたらということが

１点。

　それから、先ほど山崎委員の質問の中

でも若干触れられましたが、減免につい

て、これは条例の減免を受けておられる

数かと思いますけれども、２０年度は５

１５件と聞きました。この減免以外にも、

いわゆる法定軽減になりますか、そうい

う形で軽減措置を受けている方を含めて、

全体がどれぐらいになっているのか、そ

ういう状況も教えていただけたらなとい

うふうに思っています。

　あと、もう１点、この２０年度は、後

期高齢者医療制度に移行していく中で、

大変担当の中でもさまざまな事務的なこ

と、また、市民の皆さんに対する説明等

もやられておられるということでありま

したけれども、先ほど山崎委員からの質

問で、この後期高齢者医療から老健に戻

すというようなことですけれども、今回

の中で答弁しているような２年もかかる

のかというふうなことについて、実際の

ところどうなのかというようなことが、

特に答弁の中ではなかったのかなという
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ふうに思いましたので、追加でお聞かせ

願えたらと思います。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　それでは、私の方

から、１点目のその収納における特徴的

なこと、２点目の軽減の数について、お

答えをさせていただきます。

　まず、収納における特徴的なことでご

ざいますが、私は４月に国保の担当とな

りまして、一番力を入れてきたのが資格

証のことなんです。資格証が、果たして

収納率とどんな関係にあるのかというこ

とで、特に５月の新型インフルエンザ発

生時に、発熱外来で３割負担で受診がで

きるという通知が国から来ました。その

ときに、全員に電話連絡を、即、図るよ

うにしました。結局、５月の臨時議会で

も部長からお答えをさせていただいたよ

うに、そのときに電話連絡ができなかっ

た方が３８件おられました。２０年度の

末で４６件の資格証の方がいらっしゃっ

たと。それで、こういう取り組みをして、

結果、どうだったのかといいますと、そ

の後も文書による連絡を、それから夜間

電話、お盆休み中の集中電話、それから

９月からは土曜電話相談窓口というのを

開いておりまして、その中で、電話がか

かってくる合間を利用してお電話させて

いただいたりをしております。そういっ

た取り組みを通じまして、４６件のうち

９件の方が納付相談ができるようになり

まして、短期証に変わっております。５

件の方は社会保険加入によって資格喪失

手続をしていただきました。１件の方は

転出で資格喪失となりました。

　また、さらに、９月２５日に新しい国

の方針として、新型インフルエンザの感

染の疑いにかかわらず、医療を受ける必

要が生じ、医療費の一時払いが困難であ

る旨の申し出があった場合は、緊急的な

対応として短期証を交付することは差し

支えないということが示されましたので、

さらに特別の事情がありませんかという

ことで、連絡を図っております。

　そういったことで、資格証については

随分力を入れてきて、一定のことがわかっ

てきたように思います。やはり生活の苦

しい方は確かにいらっしゃいます。それ

らの方については、減免あるいは納付相

談、あるいは、システムをよくご存じな

くて、例えば申告をしていただいたら、

次の軽減の方でもあるんですけども、申

告をしていただければ保険料が下がるの

に、ほうっておられると。この社会保険

の方もそうなんですけども、社会保険に

加入しておられて滞納しておられる。こ

れ、本来、おかしな話なんですね。とこ

ろが、実はそういう方がたくさんいらっ

しゃる。この前も、私、びっくりました

のは、病院に勤めていらっしゃる方で、

年収五、六百万ある方、社会保険も持っ

ておられるんですね。病院の職員なんで

すよ。その人が資格証になっていて、滞

納しているんですよね。そんなはずない

やろうということで、何回も電話した結

果、結局、お盆のときに電話がつながっ

たと。そうしたら、社会保険ありますよ

というようなことがあるんです。資格証

になるまでにもう何十回という連絡を試

みてます。１回や２回じゃないです。こ

ういう取り組みを何回もして初めてつな

がって、そういうことがわかったという

ことで、やはりこれも３番にも若干かか

わってくるんですけども、やはり制度が

複雑で理解をされておられない。社会保

険に入ったら勝手に抜けるんじゃないん

ですかという方もたくさんいらっしゃる

んです。そういうことじゃなくて、お届

けをしていただかないといけないんです

よということを、ちゃんと連絡がとれれ
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ば話ができるんですけれども、連絡がと

れなければ、ずっとほうっておかれる。

私はもう病院に勤めてて、そんなん関係

ないわといって、全くごらんにならず一

べつさえしていただけないと。それでは、

幾ら私どもが電話をおかけしても、お手

紙をお送りしても、反応がないというこ

とになってくるわけなんです。そういっ

たことで、私どもも、今申し上げたよう

に、夜間電話とかですね、休日相談とか

いうことで、粘り強く交渉していきたい

と思っております。

　また、実際に納めていただくことが難

しい方は、先ほども申し上げましたよう

に、減免とかのご案内をさしあげている

と。やはり残ってくるのが、払えるのに

払わない方だと、私はこういうふうに思っ

ています。その辺につきましては、過去

の経過等もありますので、今後、研究を

進めて、申しわけないですけども、福祉

を考えていく上で、払えるのに払わない

方は、山崎委員もおっしゃったように、

やっぱりそういう方があっては、本当に

困っておられる方に迷惑がかかりますの

で、今後、最重点課題として研究をして

まいりたいと考えております。

　それと、軽減の話ですが、軽減の方は、

２０年度、法定軽減にかかられた世帯数

が６，８５３件でございます。１９年度

が７，７５６件でしたので、これも減免

と同じで、減ってはいるんですが、全体

の数が減っておりますので、軽減の対象

となった世帯の割合で申し上げますと、

前年度が世帯数全体の４５．７％でした

のが、２０年度は４６．８％で、全体と

しては軽減世帯の数の割合が上がってい

るという状況でございます。

○森西正委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　３点目のご質問に

私の方からお答えをいたしたいと思いま

す。

　今回の２０年度決算についての補足説

明でも申し上げましたが、この後期高齢

者医療制度の発足が、実は老健から後期

高齢者に切りかわったというだけで制度

設計されておるわけではございません。

ご説明いたしましたように、退職者医療

制度に入られている６５歳から７５歳未

満の方、この方々は、退職者医療制度か

ら、いわゆる一般被保険者の方に切りか

わった。これは何を意味しているのかと

いいますと、摂津の国保に加入いただい

ておった約５，０００名余りの退職被保

険者、実態としては、医療費の保険料で

賄える分以外の部分は、全額、社会保険

等の健康保険組合に負担いただいておっ

たという仕組みだったわけですが、これ

がこの退職者医療制度の改正に伴いまし

て、６５歳から７５歳未満については国

保の方で医療費を負担せなあかんように

なった。そうなりますと、当然国保の会

計はもたないようになりますので、これ

を調整するために前期高齢者の交付金制

度がつくられた。それと同時に、社保の

方からも後期高齢者医療制度への拠出金

制度が入ってきたというような状態になっ

てまして、ここらあたりを、全体をもと

に戻さない限り後期高齢者の例えば広域

連合を廃止して市町村国保と、確かに表

面上はそういうことになるわけですが、

その部分だけでは済まないというような

こともありまして、政府の方で２年間ぐ

らいということが出ておるのかなと。こ

れは具体に私も２年間かかるかどうかと

いう試算はやったわけではないですが、

そういうバックの状態がありますので、

そういう数字が出てきているのかなとい

うふうに感じておる次第でございます。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　お答えいただきました滞納
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世帯の収納の件、また、軽減措置なり軽

減制度を受けておられる方の実態につい

て、本当に生活苦の中で払えないと言え

る人が、この間の状況ではふえてきてい

るんだろうなというふうな話、それから、

相談窓口になかなか来てもらえない、訪

問したり、電話が何とかつながっての相

談もできている、また、払っていただけ

ると、そういう方も出てきているという

ことでは、そうした取り組みも大事なの

かなというふうに感じました。

　そうした意味では、収納率を上げてい

く取り組み、なかなか一言で言って、前

に進むというふうなことではないのかな

というふうにも思っているんですけれど

も、この間のその制裁措置のような形で

資格証を発行する、こういうことでは収

納率は上がらないというふうなことも思

いましたし、また、最近では、いろいろ

なところで、滞納者に対する差し押さえ

ですか、そういうことも起こって、中に

はその中でトラブルも起こっているよう

な、そういう報道なども聞いております

けれども、一つはそうした制裁措置みた

いなところで解決しようというのではな

くて、丁寧な納付相談、また、市民の方

の実態をきちんとつかんでいくことがま

ず第一なんだなというふうなこと。それ

から、制度の中身、先ほども言いました

法定での軽減措置、そうしたものとか、

また、減免、また、分割納付、そうした

こともやっていきますというようなこと

で、極力そうした形で、市民の皆さんに

納付をしてもらうというようなことを働

きかけていただきたいなと思っています。

　また、そもそもの高い国保料の問題に

ついては、先日の一般質問等でも山崎議

員も言われていますし、また、市長も極

力保険料を上げないような、そういう形、

どうしたらいいのかと、こういうことで

の答弁もあったかなというふうに思いま

すし、国に対して、やはり国保の制度改

正を働きかけていく、そのことについて

は、十分やっていっていただきたいなと

いうふうなことについて、要望しておき

たいと思います。

　あわせて、後期高齢者医療にかかわっ

てですけれども、この点についても、政

府が一体どうするのかによって、市町村

の事務レベルでは、決まったようにやっ

ていくというようなことが基本なのかと

いうふうに思いますけれども、この間の

国民世論、また、この摂津の市民の皆さ

んも、８月の選挙では、いろいろと後期

高齢者医療の問題等も加味した投票行為

などもされているかというふうに思って

おります。国の方が、なかなかこの廃止

というようなことについては先送り、次

の制度についてはまだまだ見えてこない、

こういう状況にあるわけですけれども、

国保については、全国市長会を通じて制

度の改定を働きかけていかれますけれど

も、この後期高齢者医療にかかわって、

全国市長会といいますか、今、摂津の市

長、森山市長がとっておられる立場とい

うのがどのようになっていくのか、この

点について、もしよければ副市長の方か

らお答えいただけたらというふうに思う

んですが、よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　それでは、市長の立場

ということですけれども、それにかわり

まして副市長ということから、ご答弁い

ただきます。副市長。

○小野副市長　立場そのものというより、

まずは来年度の国保料をどうするかと。

これは国とか府に言っても仕方ない話で

すから、市としてどうするかが問われて

くると。ことしも３億円ほど雑入で上げ

ておりますから、佐藤部長が言いました

ように、改定を遡及適用してするわけに
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いきませんから、１年おくれれば１年分

は残ってくると。だから、まずは国、府

に対して、市長も市長会の重要なメンバー

ですから、その都度、発言されているの

は聞いておりますけども、まず、来年度

はどうするかということなんですね。

　それで、私、この問題は、今、ちょっ

と聞かせてもらって思いますのは、大き

くはもう市の債権そのものをどう考える

かということに尽きると思います。それ

で、市の債権については、今後どうして

いくのかということで、平成１９年に一

般質問に出ました。私の会長の下で、２

０年の２月から債権管理委員会を立ち上

げました。約１年たちました。そのとき

に、これから議論のあるたびに若干申し

上げてきたんですが、その市の整理部会

で、議会で議論になるのは、一体、その

悪質な滞納者の判断規準をどうするんだ

という議論があるんです。それは、ここ

に出てるんですが、これは議会にお示し

せなあかんのですけども、支払える状況

にありながら納付に応じてもらえない。

　それから、たび重なる郵便物で催促、

督促を行っても、全くナシのつぶてであ

るとか、自宅に訪問しても居留守を使う。

納付意思を示さない。分割返済の誓約を

出しても約束は守ってもくれない。そし

て、申し上げたら、行政全般にわたる不

満を言って、だから、納付できないと言

われる。これはよくあります。支払って

ないのは自分だけと違うと、ほかへ行け

と。ほか取ってきてから物を言えと。こ

ういうことをやっぱりきちっとした上で、

今一度、議会とも議論させていただきた

いんです。

　強制徴収の可能な債権があります。こ

れは地方税なり、下水道使用料なり、国

保、下水の受益者負担金、介護保険料、

保育所保育料、これは議会の議決は不要

であります。これをどうやって、まあ言

えば、逃げ得を許さないといいますか、

今度、コールセンターも出しますけども。

それから、裁判手続によらなければ徴収

できない債権が、幼稚園とか、学童保育

とか、市営住宅とか、奨学資金、水洗便

所とか、学校給食保護者負担金、保育所

給食費負担金、これは議決が必要であり

ます。したがって、私どもは、この３月

に向けて、市長の専決事項に追加をお願

いしたいと思っています。すなわち、少

額訴訟の訴えについては、議会の議決を

経ないでやらせていただきたいというこ

とを思っております。これはまた議会に

もお願いしたいと思います。これは議会

議案だと思いますけども。他市の場合、

北摂の中では、摂津は３０万円以下の損

害賠償の部分については、その分は持た

せてもらっております。ただ、北摂では、

１００万、５００万、２００万というこ

との中ですべて動いておりまして、摂津

では、この少額訴訟の議決を経る部分の

やつについては動けない市であります。

　ただ、問題はあります。各課と議論さ

せたんですが、非常に濃淡があります、

確かに。もうそんなことはできないと、

今の体制ではというのと、これはやらな

きゃならないというところ、濃淡ありま

す。ですから、市が行くときは、そのよ

うなところをきちっとした上で、また議

論させていただきたいんですが、そうい

うことをきちっとやって、その上でとい

うことでなければ、これはなかなか市で

滞納頑張れと、何してるんやというおし

かりと、もう一つは、そんな厳しいこと

言ってどうするんやというような議論も

常に聞いてまいりました。

　私は、こういうことについて、値上げ

改定が非常に厳しい中では、まずこの部

分をきちっとやらせていただきたい。そ
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の上での議論でなければおかしいんでは

ないかということを思っておりまして、

この際、申し上げておる、この訴えの部

分がありますので、大体２０年２月から

約１年半やってまいりました。大体まと

まっておりますので、一度、議会にお示

しをしたいなというふうに思っています。

　したがって、滞納処分、強制徴収可能

債権と、徴収できない債権については、

支払督促制度、少額訴訟について、一日

でこれは終わりますので、そういったも

のを活用をさせてもらいながら、歳入確

保、その上に立って、今後の使用料、手

数料、保育料等々のあり方というのを思っ

ておりまして、やっぱり滞納関係は非常

に多くなっているのは間違いありません

ので、これは議会の方で、そんなことやっ

たら強権的にやるんじゃないかという議

論も必ず出ると予測しておりますので、

これは一度、議会と議論して、取れない

ところについては、今申し上げたような、

きちっと対応させていただくと。そうい

うものをきちっとした上でという条件で

なかったら、議会もお認め願えんと思い

ますけども、そういうことも含めて、問

題提起もございまして、今、考えている

ことを申し上げましたので、今後の中身

として、よろしくお願い申し上げます。

　後期高齢者については、これも毎日新

聞に大きく載りました。北摂が非常に後

期高齢者によって財政負担していると。

あれは、反対に言えば、北摂の国保料が

頑張っていると。頑張っているから、後

期高齢者がどっちを選ばれるかによって、

こっちに帰ってこられたと。ほかの市の

場合は、医療分にしたって何にしたって、

水準のところは非常に高いと。そこまで

上げさせていただけるんであれば、後期

高齢者問題という以前に、一気に５億か

そこらは解決すると思います。しかし、

そういうことが北摂ではなかなかできて

ないということでありますから、後期高

齢者問題というのは、今までからずっと

言われてきたし、今の現政権も、これは

もう一たん解消するんだと。我々、その

部分はどうなるのかいうことは注目して

います。

　ただ、きょうの段階でも、やはり手続

的になかなか難しいから、２年ぐらいは

やはりまだかかるということを言ってま

すから、ただ、後期高齢者の部分で残ら

れた方が、北摂で非常に財政負担を生じ

たいうことは、もとをただせば、北摂の

保険料が、南地域とか河北地域よりも低

く抑えてきた。だから、それによって残

られたということは事実でありますから、

それのいい悪いは、私たち、今、ここで

どうという立場にはないと思いますけど

も、私は注目しております。それで、どっ

ちにしても、これから担当の考え方も聞

きながら、市長会での議論も出てきます

けど、まずは来年度の国保料をどうする

かということの議論は避けられないと、

これは間違いないということと、それか

ら、滞納処分に対する問題は、一定私ど

もから議会に対して、今度は反対に提起

をさせていただきたいというぐらいの気

持ちを持ってやってまいりたいなという

ふうに思っております。

○森西正委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　収納率の問題につき

まして、先ほどからいろいろと各委員さ

んもご指摘をされておられましたけれど

も、下がっているんだというようなお話

あるんですけれども、この２０年度から

後期高齢者医療制度が始まりまして、当

然、その対象の方は、この収納率から計

算されないわけですよね。その対象者の

方たちというのは、比較的収納率が高かっ

たという状況があったと思います。その
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高い方が抜けられると、必然的に下がっ

てくるのだと思うんですね。そういうこ

とを加味しても、やはり下がっているの

かどうか、まず１点確認をさせていただ

きたい。つまり、これは仮定の話になり

ますけれども、１９年度においても後期

高齢者医療制度があって、その方たちが

向こうの対象になっていたと。それ以外

の方の収納率、今回出てきている収納率

と比べてどうなのかということも、やは

りしっかりとつかんだ上で、事に当たっ

ていくべきであると思っておりますので、

その点、一度お聞かせいただきたいなと

いうふうに思います。

　それと、不納欠損につきまして１億９，

０００万円余りが計上されております。

２，８３７件ということであるんですけ

れども、この主な内訳、内容について、

まずお聞かせいただきたいなと思います。

　それと、後期高齢者医療制度とも密接

に関係してくるんですけれども、副市長

がおっしゃっておられたように、北摂で

は今まで保険料を抑えてくるということ

で、いろんな試みをしてこられたと。そ

の結果、７５歳未満で６５歳以上の方の

中で、一定障害をお持ちの方というのは、

後期高齢者医療制度の対象になるんです

けれども、しかし、撤回届を出されると、

国保に戻ってこられるというケースがあ

るんだろうと思うんですね。実際に摂津

市の中でそういった方が何件ほどあった

のか、この際、お聞きをしたいと思いま

す。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　まず、第１点目の

収納率の低下につきまして、きちんと分

析はできてはおらないんですけれども、

嶋野委員ご指摘のように、確かに７５歳

以上の方の徴収率というのは非常に高う

ございました。ですから、広域連合の徴

収率も非常に高いものになっております。

そういう高い方が抜けられることによっ

て、国保の徴収率が下がっていると、こ

れはもう事実でございます。

　一方、退職者医療の方についても、徴

収率は高目でございました。６５歳以上

の退職者医療の方が一般の被保険者の方

に移ってこられて、これは逆に一般被保

険者の収納率を上げる要因にはなってお

ります。それを差し引きいたしましても、

若干下がっているというのが、正確なそ

の分析には基づいていないんですけれど

も、若干下がっているというのが現場の

感想でございます。

　それから、不納欠損についてでござい

ます。不納欠損の件数は、先ほども申し

上げましたように、２，８３７件でござ

います。そのうちの居所不明が１３９件、

生活保護開始によって不納欠損となった

方が１５件、それから死亡、亡くなられ

たために不納欠損となった方が７０件、

時効によって徴収が不納となった方が２，

６１３件ということになっております。

　先ほど、副市長もおっしゃられたよう

に、不納欠損につきましては、国保料に

つきましては２年間の短期消滅時効になっ

ております関係で、通常の手続きであれ

ば、もう２年たってしまえば不納欠損に

なって、徴収はできないということです。

国保料そのものは、もうそういった短期

消滅時効が採用されておるわけですけれ

ども、やはりある程度、強制的なものを

していかない限りは、この分については

下げるというのは非常に難しいのかなと

思います。

　先ほども申し上げておりますように、

払えない方については、やはり丁寧に対

応する、これは必要なことであります。

減免ができる方については、条例に沿っ

てきちんと減免の案内をさせていただい
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ております。軽減できる方については、

申告がなくて軽減ができない方について

は、これも徴収員を全戸訪問させまして、

申告をしてくださいという取り組みをさ

せていただいております。その結果とし

て、軽減がふえておりまして、そういっ

た努力もさせていただいておりますが、

払えるのに払わないという方については、

そういったことを考えなければならない

のではないかなというふうには思ってお

ります。

　それから、３点目の一定の障害がおあ

りで６５歳から７４歳の方、今、正確な

数字を持ってないんですが、ざっくりし

た数字でよろしいでしょうか。１９年度

に移行撤回された方が約１７０名いらっ

しゃいました。２０、２１年度で、７５

歳に到達したので移行されている方がい

らっしゃいます。先ほど来、国保料が安

いので国保に残っておられるという話を

されておったんですけれども、実は、そ

の後期高齢者医療制度に移った方が安い

という方もいらっしゃるんです。一般的

に全国で言えば、７割ぐらいの方が後期

に移った方が安いというふうに言われて

おります。摂津の場合は、先ほど副市長

もおっしゃられましたように、一般会計

から法定外繰り入れをしております関係

で、国保におられた方が安いという方も

多いと。そういったことで、この１０月

に、後期高齢者医療制度への移行の勧奨

事業というのをやっております。そのと

きに抽出をさせていただいたのが約１２

０名でございます。ですから、１９年度

に移行撤回された方のうち、５０名ぐら

いは２０、２１年度で７５歳に到達され

て、後期の方に行かれたか、あるいは異

動されたかということでございます。１

２０名の方のうちの約半分の６０名の方

が、後期に行かれた方が国保料よりも少

し安い。かなり安いという方もいらっしゃ

いました。そういう方については、私ど

もの方で行ってくださいとは言えません

が、こういう状況がありますということ

で、全員の方にお知らせをさせていただ

きました。そうしますと、やはり反応が

ありまして、今の段階では２０名ぐらい

の方が、後期の方が安いんやったら後期

に行こうかというようなことで、今、ご

相談を承っているところでございます。

　医療費につきましては、特に障害がお

ありで６５歳以上の方は、平均値で１７

０万円ぐらいの年間医療費がかかってお

られますので、２０名の方が移行をして

いただきましたら、後期の方で３，４０

０万円ぐらいの医療費を面倒見ていただ

けるということになりますので、私ども

としては情報を提供して、そんなんやっ

たら言ってくれたらよかったのにってい

うことがないように、信念を持って後期

には行かないという方もいらっしゃいま

すので、それはそれとしまして、それやっ

たら言ってくれたらよかったのにという

のはないようにしたいと考えて、今、事

業に取り組んでおるところでございます。

○森西正委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　収納率の問題につい

て、詳細な分析はできていないというよ

うなお話でありました。確かに退職被保

険者の方が、この２０年度から一般被保

険者に大分入ってこられて、今まで高かっ

た方も来られたんだと、いろいろな要因

があろうかと思うんですけれども、しか

し、収納率が低いと言わざるを得ない、

その対象の方というか、特徴の方がおら

れるわけで、ぜひそこら辺のことも詳細

に分析していただいて、そういう方に対

して、どのような感じでアプローチをし

ていけばいいのかということ、不納欠損

のことともかぶってくると思うんですけ
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れども、副市長がおっしゃられたように、

債権管理委員会を立ち上げられて、いろ

いろと当たっていただいているというこ

となんですけれども、やはり、まずは私

は詳細の分析があって、それに対する対

策が出てくるんだと思っておりますので、

ぜひこの点については、事務が大変かも

しれませんけれども、お願いをしたいな

というように思います。

　それと、不納欠損についてお聞かせい

ただきまして、短期消滅時効によって不

納欠損になったというケースが２，６１

３件もあるということで、非常に多いな

というような印象を受けております。こ

れは、先ほど副市長もおっしゃられたよ

うに、今後は少額訴訟といったことも含

めて対応していくということでございま

すので、ぜひこれは、公平感という問題

からしっかりと取り組んでいただきたい

なというふうに思っておりますので、お

願いをしたいと思います。

　それと、後期高齢者の問題ですね、一

定障害お持ちの方で、どれだけの方が撤

回届を出されて、国保に戻ってこられた

のかというようなことをお聞かせいただ

きました。例えば保険料という問題の点

をとっても、実は後期高齢者医療制度に

行った方が安く済むんだというような方

もおられるというお話もございましたし、

また、いわゆる負担割合を考えたときに、

私は後期高齢者医療制度の方が１割とい

うこともあって、相当にそちらを選ばれ

る方が、私、出てきてもええと思ってお

りました。この点についてはですね、や

はりその後期高齢者医療制度自体が、こ

れからどうなっていくかわかりませんけ

れども、草創期ということもあって周知

不足ということもあるのかなというふう

には感じておるんですけれども、ぜひこ

の点については、市としても高齢者に対

してもっと周知をすべきだということで

声を上げていただきたいというを要望と

して、終わりたいと思います。

○森西正委員長　ほかにございませんか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　なければ、以上で質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

　　（午後２時１分　休憩）

　　（午後２時２分　再開）

○森西正委員長　それでは再開します。

　認定第９号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、９号につ

いて、１点お尋ねをさせていただきます。

　この後期高齢者の医療制度で、決算概

要の２４４ページの部分なんですけれど

も、これは後期高齢者医療広域連合納付

金ということで、金額が計上されており

ます５億３，３７０万８，２５２円とい

うことで決算をされておりますけれども、

それが今回、監査意見書の４９ページか

ら５０ページに載っておりますように、

これは実質的に不用額が７，７１１万９，

７４８円というふうに載っておりますけ

れども、先ほどのお話からでも、国保ま

た老健に関していろいろ、後期高齢者医

療に関したこともあって、関連でお話が

たくさん出ておりましたけれども、この

本年度の決算額については、形式収支ま

た実質収支とも、２，０１７万４，００

０円の黒字となっているというふうに書

かれております。これは、たった１年間

ということで、この後期高齢者医療制度

ができてからの経過で論じるというのは、

甚だ難しい側面もあるとは思うんですけ

れども、この後期高齢者医療制度に切り

かわってからどのような効果があったか。
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健全運営化に対して、見る角度でかなり

いろいろとご意見もあるだろうとは思い

ますけれども、今後これを実施していく

ことによって、どのような効果が予測さ

れるのか、お聞かせをいただきたいと思

うんです。今回、政権が交代をいたしま

したし、新政府は２年後には廃止すると

の方向を示唆して打ち出しもしておりま

すけれども、現状としましては、この地

方分権を盾に、各自治体の財源の状況に

関係なく、いろいろな面で地方自治体に

負担が大きくなっているという傾向が濃

くなっておるように感じます。新政権も

同様に、一たん実施したものについて変

更していくと。先ほど来、佐藤部長の方

からもお話がありましたように、いろい

ろな絡みがあってなかなか簡単に改善で

きるものではないというようなお話もあ

りました。また、今回のこの後期高齢者

医療制度については、私の聞いた範囲内

では、摂津の後期高齢者の方の、お会い

した方の大半のご意見は、上がったとい

う方を、私の場合では一人もお聞きした

ことがなくて、単身者の場合なんか安く

なりましたということが多いんですね。

単純に単身者の方が安くなったからといっ

て、いろいろな例もありますので、世帯

全体としてみて後期高齢者の部分の医療

費は安くなったけれども、世帯全体の出

費と考えては、また別の出費がふえて、

安くなったとは一概には言えない世帯も

あるかと思いますけれども、単身者の場

合、自己負担率が高いと思うんですけど、

その人の場合は安くなったと非常に喜ん

でおられました。こういったことを踏ま

えて、今後変更の方向を現政権では示唆

しておりますけれども、このたった１年

間、短い間ではありますけれども、どの

ような効果を感じておられたのか、この

点について、お聞かせをいただける範囲

で結構ですので、お答えをいただきたい

と思います。

　また、同じページの上の段に、ＯＡ機

器管理事業の中で、システム開発料が、

丸々４１９万６，０００円、これは全額

翌年度繰越になっております。これは先

ほど申しました、恐らく後期高齢者医療

制度のシステムの構築のための費用かな

とは思いますけれども、この中身につい

てお聞かせをいただきたいと思います。

これは、制度がもしかしたら変更になる

かもしれないという理由で次年度に繰り

越しをされているのか、それともまた別

の理由があって翌年度繰越になっている

のか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○森西正委員長　寺田参事。

○寺田国保年金課参事　それでは、後期

高齢者医療特別会計の本保委員の質問に

お答えしたいと思います。

　まず、黒字になった理由でございます

けれども、この後期高齢者医療特別会計

の概要は、大ざっぱに言いまして、市町

村が保険料を集めて、基盤安定繰入金と

いう低所得者への負担金を合わせて広域

連合へ納付するというのが、この会計の

基本でございます。

　２，０００万円の繰越が出た理由でご

ざいますけれども、保険料の徴収をいた

しますにつきまして、市の会計では５月

末までが平成２０年度予算として調定さ

れますけれども、広域連合の方は、請求

の支出決定を３月３１日までにする関係

で、４月、５月に市が納入した分につき

ましては翌年度に広域連合へ支払う関係

上、その分が丸々あきますので、その分

が黒字ということで考えていただければ

いいかと思います。

　次に、高齢者医療の効果ということで

ございますけれども、対象者に対しまし
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ても利点もあり、またご迷惑をかけた点

もあるとは思います。それで、例えば効

果ということですけれども、先ほど本保

委員がおっしゃったように、低所得者の

方、単身者の方につきましては、摂津市

の国保よりおおむね低額であるというこ

と、また、大阪府内で統一された料率に

なりましたので、そういった大阪という

形で、どの市が高い、安いというような

ことはなくなったというのが利点かなと

いうふうに考えております。

　次に、４１９万６，０００円を平成２

０年度から２１年度に繰り越しさせてい

ただいた件でございますけれども、おっ

しゃっているとおり、システム改修に係

る費用でございます。この制度が発足以

来、国民各位から非難を受けまして、国

におきましても平成２０年度で保険料を

低額にする補正予算をいたしました。そ

の補正予算に対応いたすものといたしま

して、平成２１年度に９割軽減を新設す

る、それから所得の低い方の所得割５０

％の軽減、これは年金収入２１１万円以

下の方を５０％にするとか、特徴をした

くないという方に対して、特徴と普通徴

収の円滑な切りかえをするということで、

国の補正予算に対応いたしまして、本市

も平成２１年３月３０日に補正予算を計

上させていただいて、繰越明許費の可決

を得たところでございます。

　この事業につきましては、平成２１年

４月２１日に契約をいたしまして、平成

２１年７月３１日に事業を完成いたして

おります。なお、この４１９万６，００

０円につきましては、全額国庫負担となっ

ております。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　このシステムの方は

国の施策には関係なく、前政権の段階で

の部分で、期割軽減その他の暫定措置に

対するシステムをつくっていただいたと

いうことでよろしいですよね。

　あと、これを現時点では稼働している

ということでご答弁をいただいたと思い

ます。よくわかりましたので、ありがと

うございました。

　また、その前の、世帯によってやはり

大きな開きがあるということで、よい点

では大阪府内統一した料率になったとい

うことがよいとされるところだというこ

とでご答弁をいただきました。先ほど、

堤参事の方からも別件でお答えをいただ

いておりましたように、ご答弁の中で、

やっぱり広域で行うのは将来の国保のあ

るべき姿だと考えるというふうにご答弁

されていたと思いますけれども、これは

やはり全体としてもそのように考えてお

られる方は多いのではないかなというふ

うに考えます。私の方も、財政全体の使

い方としては、さまざまな形でさまざま

な分野のものを広域で取り組んでいく方

が公平感があり、また、お互いに負担が

均等になりやすいと申しますか、そういっ

た状況になるので、やっぱりいろいろな

形で、広域で連携していって、保険だけ

ではなくて、さまざまな方面で連携でき

るところは連携していくというのが、今

後やはり地方分権に対して、先ほど申し

ました各自治体の財源の状況に関係なく

負担が大きくなっていくと。国の方が税

源移譲ということに重点を置くよりも、

やはり現時点では負担増の方に力点を置

いて、地方自治体が責任の方を持たなけ

ればならないような仕組みというような

方向で政策が進んでくるように、また感

じておりますので、この点につきまして

は、今後その新政権がどのような動きを

するのかということも、まだまだ、今の

段階でもまだはっきり決まっておりませ

んので、しっかりと注視をしていきたい
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なと思いますけれども、佐藤部長がくし

くもおっしゃいましたように、やはり国

保全体として、この後期高齢者の医療制

度も含めて、きちんとした形で対応でき

るように、しっかりと国もつくった制度

を簡単に改善することがないように、本

市として要望していっていただきたいと、

このように思いますので、よろしくお願

いいたします。

○森西正委員長　ほかにございませんか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　今の本保委員の質問で

もご説明いただきまして、２カ月分の保

険料納付の時差があるということはわかっ

たんですけども、いろいろなお金が集ま

りまして５億３，０００万円納付をされ

て、保険料だけで言うと４億７，０００

万円の収入済額ということなんですけど

も、ここの部分で、１年目ですから欠損

なんか出てこないんですけども、未収額

云々で、それこそ欠損とかいうことにな

ると、先に納付をして集められなかった

部分というのは、精算がされるんでしょ

うか。それとも市の負担に積み上がって

いくということになるんでしょうか。ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　それと、１年間のスタートですから、

最初から資格証の発行なんていうのはな

かったんですけれども、この間いろいろ

批判も集まりまして、連合事務局は資格

証の発行なんかはちょっと見合わせてい

くというようなことをお聞きしておりま

すけれども、短期証なんかを発行されて

いるのではないかというふうに聞いてお

りますが、その短期証それから資格証の

発行状況をお聞かせいただきたいと思い

ます。

○森西正委員長　寺田参事。

○寺田国保年金課参事　山崎委員の質問

にお答えします。

　未収入になった部分につきましては、

当然これは未収として、広域連合の方へ

は払いません。あくまで市町村が収納し

た金額の限りにおいて広域連合の方へ納

付させていただくということになります。

　また、徴収いたしました保険料よりも

納付金の方が多いということにつきまし

ては、これは基盤安定繰入金と申しまし

て、軽減した保険料を、府が４分の３、

市が４分の１をもちまして、その分と、

我々が徴収いたしました保険料を広域連

合に納付いたしますので、納付した保険

料よりも納付金の方が多いというのが実

情でございます。

　次に、資格証の問題でございますけれ

ども、委員ご指摘のように、政権交代以

後、資格証につきましては通達で、事実

上資格証を発行することはできないよう

な形になっておりまして、広域連合の方

からも、資格証の発行についての事務に

ついては、延期という通知が来ておりま

す。

　短期証につきましては、現在、本市に

おきまして１３名の方に、平成２２年１

月末を期限とした短期証を発行しており

ます。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　未収分は入れる必要が

ないということであれば、摂津市に負担

がかかるということでなければ、それは

安心はするんですけれども、未収が上がっ

てこないということで言うと、府の連合

の方で、これは赤字がどうなっているの

か、もしわかるようでしたらお聞かせい

ただければなと。今も連合議会の方でも

決算をやっているということをお聞きし

ておるんですけれども、もし何か情報が

あればお聞かせいただきたいと思います。

　後期の方も天引きということだったん

ですけども、これは口座振替もできると
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いうようなことなので、収納率の関係、

どんな感じなのかなと。１３名に短期証

が出ているということになると、やっぱ

り滞っている方もいらっしゃるのかなと

思っておりますので、資格証の発行は先

延ばしということなんですけども、この

制度そのもの、資格証が完全になくなる

ということではないという態度は変わっ

ておりませんので、この制度をどう見ら

れるかということになると、悪い制度を

維持するということに、私はちょっと理

解に苦しむわけなんですけれども、来年

の保険料改定では、今の試算で１人当た

り１万２，０００円ぐらい最低でも上が

るというようなことは、全国的な試算も

あるわけなんですけれども、こういった

部分で広域連合自体の赤字との関係で保

険料がどうなっていくのかお聞かせいた

だきたいと思います。

○森西正委員長　寺田参事。

○寺田国保年金課参事　後期高齢者の保

険料の徴収率は、広域連合の財政運営に

どう影響するかということでございます

けれども、当初、広域連合におきまして

は、保険料収納率を９９％で計上いたし

ておりました。そして、大阪府全体で９

８．４％ということで、それほど大きな

歳入不足は生じないというふうに伺って

おります。

　次に、来年度保険料についてというこ

とでございますけれども、つい最近、広

域連合の方から、平成２２年、２３年の

保険料率についての試算というのが示さ

れました。それによりますと、あくまで

試算ですけれども、いろいろな要因があ

りますけれども、新聞紙上を賑わしてお

りますように、１０％以上の値上げが必

要となるというデータはいただいており

ます。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　国でも連合議会でも議

論はされておるんですけれども、政権交

代での一番の焦点だったと思うんですけ

れども、この悪い制度を当面おくという

ことに、私たちは理解に苦しむわけなん

ですけれども、先ほど、佐藤部長にも説

明してもらったように、高齢者の医療負

担をこれからどうしていくかというとこ

ろで、やっぱり抜本的な制度改正という

のが必要にはなってくるんでしょうけれ

ども、制度をさわるに当たって、国がど

れほど負担をするかというか、高齢者の

医療に対してかかるお金を被保険者に求

めるのではなくて、国がしっかりと入れ

ていくと。この間、２，２００億円の削

減をずっとやっていて、医療に関するお

金を減らしてきた一番のひずみがここに

きていると思いますので、国の制度をしっ

かりと、国のお金を入れる医療の制度と

いうものを決断してもらえるように期待

もし、要望もしていただけるように、私

からも強く要望しておきたいと思います。

よろしくお願いします。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　私の方からも１点、お尋ね

したいことがあります。

　先ほど来、議論がありましたように、

この後期高齢者医療制度になって、本人

の負担する保険料でありますとか、また、

医療費とかの点で、法定的な軽減措置な

どもあって、今の時点では負担が軽くなっ

ている、そういう方もおられるかと思う

んですけれども、ただ、いろいろと制度

を運用していく中で、例えばこれまで、

国保のときには受けられていた窓口の一

部負担金減免なんかが、この後期高齢で

はなかなか使えないというふうな声をお

聞きしたりしたんですけれども、その点、

今の条例の中で、摂津の国保では受けら

れるけれども、後期高齢者の広域連合の
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中では受けにくくなっている、受けられ

ない、そういうようなものについて、担

当課で認識している部分があればお聞か

せいただきたいんです。

○森西正委員長　寺田参事。

○寺田国保年金課参事　弘委員の質問に

お答えします。

　一部負担減免と申しますのは、医療費

の自己負担の減免のことをおっしゃって

いただいてるんだと思いますけれども、

国民健康保険の場合でしたら通常３割負

担、３割負担でない方もおられますけれ

ども、後期高齢者医療の対象の方になり

ますと原則１割負担、入院しますと通常

保険対象分では４万４，４００円の自己

負担で１か月間入院できると。そのほか

に食事代とかいろいろなものが要ります

けれども、そうして非課税世帯になりま

すと２万４，６００円、それから、年金

で一番安い方でしたら１万５，０００円

で１か月間入院できる。そういうことを

考えていきますと、広域連合の方にも一

部負担金減免という制度はございますけ

れども、基本的な考えは、１万５，００

０円を負担できない被保険者につきまし

ては、やはり一部負担減免の趣旨から外

れているのではないだろうかと。それは

別の制度で生活を保障していただくのが

筋ではないかというのが基本的な考えだ

と思います。しかし、災害とかやむを得

ない理由によりまして、その一部負担金

の減免が完全に閉め出されているわけで

はないというふうに考えております。

○森西正委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　若干、補足をした

いと思うんですが、先ほどご質問の中で、

国保であった部分が、今度、後期高齢者

の広域連合で一部負担金減免がなくなる

という趣旨でのご質問をいただいている

わけですが、平成１９年度までは、障害

認定を受けている方を除きまして、７５

歳未満については国保で保険料を納め給

付も受けるという仕組みになっていまし

て、７５歳以上の老健の方は、国保に加

入いただいて、保険料は国保に納めてい

ただくんですが、給付については老健と

いう制度の中で受けるということで、医

療給付の保険者が変わっておったわけで

す。そういう中で、実は先ほどご質問さ

れた国保であったんやけど広域になった

らなくなったということじゃなくて、も

ともと、現在の後期高齢者医療制度に基

本的には対象になっている７５歳以上の

方については、一部負担の減免制度とい

うのがもともとなかったということです

ので、決して後期高齢者医療制度ができ

たから今まであったものがなくなったと

いうことではございませんので、その点

を補足しておきます。

○森西正委員長　よろしいですか。

　ほかにございますか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　以上で質疑を終わりま

す。

　暫時休憩します。

　　（午後２時２８分　休憩）

　　（午後２時３１分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　認定第８号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質問はございませんか。

　本保委員。

○本保加津枝委員　１点だけ、この８号

についてお聞かせをいただきたいと思い

ます。

　概要の２３８ページから２３９ページ

にかけて、介護相談員派遣事業、８３万

７，５８０円について、お尋ねをしたい

と思います。
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　事務報告書の方には、介護相談員派遣

事業としまして、介護相談員１２名が２

名１組となり、市内の入所、通所施設１

５カ所を月２回、一部月１回訪問し、利

用者への相談活動を行う。また、介護相

談員連絡会を月１回開催し、活動報告や

意見交換を行うというふうに記載をされ

ておりまして、１年間で３１２回、月２

６回平均、１２カ月間ということで記載

をいただいておりますけれども、それが

予算のうち８０．８％の執行率なんです

けれども、残りが１９．２％、予算現額

が１０３万６，０００円のところを８３

万７，５８０使っておられて、１９万８，

４２０円残っているということで、この

中で一番大きなものを占めておりますの

が、この研修参加負担金です。これが１

２万２，０００円残っております。この

件についてはどういう中身であるのか、

具体的にお聞かせをいただきたいと思い

ます。

　それと、この介護相談員さんの方が、

入所・通所の中で利用者への相談活動を

行っているということですけれども、具

体的にどんな形で、またどういう声が上

がっているのか、介護保険課の方で吸収

をして、それでデータをとっておられる

のかどうか。また、とっておられるので

したら、その中身について、どのような

ご相談が多いのか等々、お聞かせいただ

ける範囲で結構ですので、お聞かせをい

ただきたいと思います。

　あと、コミュニティソーシャルワーカー

の事業との連携はどのように図られてい

るのかもお聞かせをいただきたいと思う

んです。これは、この介護相談員さんの

派遣事業が施設向けですので、その反面

と言いますか、地域における福祉課題を

把握したり、必要な支援を行うというふ

うに内容が示されていますコミュニティ

ソーシャルワーカーさんの事業と連携は

されているのかどうか、この点について

お聞かせをいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

○森西正委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　それでは、介護相

談員派遣事業についてのお問いにお答え

いたします。

　まず、予算の執行についてということ

で、研修の費用に残があるということな

んですけれども、これは大阪府の外郭団

体が毎年新任研修・現任研修ということ

で定期的に実施しております研修会に、

私ども摂津市の介護相談員１２名が参加

しておるということでございます。

　金額とイコールで合うかどうかなんで

すけど、研修の負担金が、改定等もあり

まして、この年度は残が出たということ

で把握しておりますが、特にそれについ

て研修内容がどうこう変わったとかいう

ことではございません。

　具体的な活動につきましては、事務報

告書にもありますように、２名１組で市

内の入所と通所の施設を定期的に訪問し

ておるんですけれども、その中で、具体

的な相談事例ということで、例えばデイ

サービスでのリハビリの時間が、送迎の

順番が違うことによって、人によって短

かったり長かったりということがあって、

それがなかなか事業所の方に言えないと

いうのを、相談員を通じて順番をローテー

ションしたというような事例があったり

とか、あと、直接の相談ではないんです

けれども、相談員が施設を訪問すること

で、気づきということで、例えば、いわ

ゆる施設内の臭気といいますか、トイレ

のにおいとか、そういうことが、なかな

か施設の職員がずっとそこにいますと気

づかないというようなことが、外部から

来た相談員が気がついて、空気の入れか
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えとか脱臭をこまめに行うようになった

とか、そういうことで職員の意識が変わっ

たりというような効果もあらわれており

ます。

　この訪問以外でも、例えば先進的な取

り組みを行っている他市の施設を見学し

たりとか、他市の相談員との交流会を開

いたりとか、あるいは事業所と相談員と

の交流会といいますか、意見交換会を年

１回持ったりとか、そういうような取り

組みを行っております。ただし、ご指摘

のように、これは通所・入所の事業所と

相談員とそれから行政との３者での取り

組みということになっておりますので、

地域での取り組みというところまでは、

この介護相談員の派遣事業としては想定

していないといいますか、取り組みは行

えていないというのが実情でございます。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　実際、研修費の残で

すけど、余りにも金額がたくさん残って

いるので、今ご答弁いただいたように、

毎年外郭団体の研修会に参加していると

いうことでしたら、ほぼ同じような水準

で金額が想定されるんじゃないかと思う

んですね、予算額が。余りにも金額的に、

残ってる方が多いですよね。ですから、

ちょっとこのことが気になったんですね。

例年と違う、あるいは何か、大きくこれ

ほど違うというのは、金額の大小ではな

くて、全体を占める比率として、２０万

６，０００円に対して１２万２，０００

円と残っている方が多いもんですから、

ちょっと気になりましたのでお聞きをし

ました。その辺は、今のご答弁で掌握を

しておられないようなことですけれども、

研修の内容とかについてはきちんと掌握

はしていただいてるのでしょうか。その

点についてお聞かせをいただきたいと思

います。

　それと、この入所・通所の施設の件で

すけれども、私も現場に立ち会ったこと

がありませんので、介護相談員さんがど

のような目線でされているかわかりませ

んけれども、くしくもきょうは介護の日

ということで、介護を本当に受けておら

れる方についても、また、介護の周囲の

サポートをされる皆さんについても、や

はりこれからは介護のさまざまな形での

環境改善といいますか、環境整備という

ものが、働いておられる方は、やはり負

担といいますか、一生懸命されていてて

も、なかなか生活が充実するほどの収入

が得られないとか、労働時間とか労働力

に比して賃金が支払われていないとかと

いうことで、現場から、志を持ってその

仕事に従事されてても撤退をしていかれ

ると、続かないというような現実がある

というようにも変わっております。介護

をされる方は、さまざまな形でその報酬

のアップも試みて、前政権のときも対策

もしましたけれども、それも現場に下り

ていく間に、実際的に本当に効果的に行

われているのかということになると、そ

の現場からの反響というのが薄いという

ような現状であります。

　私も一度、ある施設を見せていただき

に伺ったことがあります、以前ですけれ

ども。専門家でない私でも気がつくよう

なことで、かなり改善をされていないよ

うな問題がありました。その改善を課の

方にお願いをしましても、長い間かかり

ましたね。確認をするまで改善ができて

いなくて、確認をして、もう一度強くお

願いして、やっと改善をしていただいた

ということが過去にありました。相談員

さんが現場に行かれてて、今の、例えば

臭気なんかについての気づきとかという

ことについて、中にいる人はそれが当た

り前になっているのでわからないと。こ
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れは確かに、すごく重要な点だとは思い

ます。こんなことでは不衛生ではないか、

こんなことでは危険ではないかというよ

うなことが、平気で日常の中で放置をさ

れているようなことがありました。そう

いったことについてでも、きちんとこの

機能が果たせるように、介護相談員さん

は、訪問事業ですから、さまざまな形で

しっかりと施設の利用状況とかそういっ

たものについても目を配っていただいて、

環境整備に真剣に、今以上に、今も真剣

にしていただいていると思いますけれど

も、真剣に取り組んでいただきたいと思

います。

　それと、この連絡会議なんかも行って

いただいてますけども、介護の現場の環

境といいますのは、やはり介護される側

の方だけじゃなくて、しておられる方の

方もいろいろなご要望とかお声がありま

すので、行政にその声が上がってくるよ

うな役目もしっかりと担っていただくよ

うにお願いをしたいと思います。

　この介護相談員さんの派遣事業と、コ

ミュニティソーシャルワーカーとの事業

は違うので、連携はとれていないという

ことでしたけれども、やはりきのうまで

地域で在宅であった方あるいは地域の中

で活動しておられた方が、何らかの理由

で施設に入所されるということは、あり

がちなことになってきております。高齢

化が進んでいきますと、そういった事例

が普通になっていくような状況のときが

来ると思いますので、やはり現時点から

しっかり、連携がとれていませんという

のではなくて、地域でこの人はこういう

状態でした、それがやっぱりコミュニティ

ソーシャルワーカーさんの事業の中身だ

と思いますので、そういったことをしっ

かりと把握をしていただいて、民生委員

さんとも連携をお願いするように、この

前も要望いたしましたけれども、さらに

きちっと施設をいろいろな形で訪問して

対応されている介護相談員の方の連携を

きちんととっていただいて、地域から入

所、また入所された方が退所されて地域

へ戻られたということがはっきり介護保

険課の方で掌握ができるように、連携を

とれるような形でこれから進めていただ

ければなと思います。縦割りで、入所さ

れたらそれっきり、在宅になったら在宅

の人だけという、様子がわかれへん、何

かいてはれへんようになって、また入所

しはったんかなって言うて、地域の方は

そんなふうに思っておられたら亡くなっ

ていたとか、自宅で。そういった事例も

耳にしましたので、やっぱり地域と施設

の間の連携、しっかりとそのつながりを

つけていくのが行政の役割でもあると思

いますので、その辺はこれからの高齢化

を見据えて、きちんと連携がとれるよう

な体制づくりをしていただけるようにお

願いをして要望とします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、幾つかお聞きし

たいと思いますが、まず歳入の方ですけ

れども、保険料段階がまたことし見直し

されまして、３年間は前の制度のもとだっ

たんですけれども、若干軽減の措置なん

かもされたと認識はしておるんですけれ

ども、保険料収入が上がっているわけで

すけれども、被保険者数の純増というこ

とになるのかと思うんですけども、６５

歳を超える加入者数、これは予算のとき

に見積もりというか、計算に入っている

のではないかと思いますのですが、予算

よりも大きくなってきたその理由をお聞

かせいただきたいと思います。

　それから、その割にほかの支出金が調

定額でも変わってはおらないわけですけ
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れども、これは被保険者数とは関係がな

くて、介護認定、受給、お金を出た方の

数が対象ということで変わらないのでしょ

うか。お聞かせをいただきたいと思いま

す。

　それと、１７０ページの歳出の方で、

安定化基金とか積立金、こういったもの

があるわけなんですけども、積み上がっ

てきていると認識をしておるんですけど

も、残額がどういうような形になってい

るのかお聞かせいただきたいと思います。

安定化基金とか１３億円、支出の方では

積んで、歳入の方では９億円ぐらいいた

だくというような形になっているような

気がするんですけれども、お聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、１６４ページの４番の居宅

福祉用具の購入というやつなんですけど

も、介護用品の支給で、ちょっとこの間

話もさせてもらいましたけれども、この

保険も使って何かできるということにな

るんでしょうか。市の介護用品の補助と

の関係をちょっと教えていただけたらと

思います。

　それから、１７２ページの公債費なん

ですけども、これは３年スパンで、今年

度で終わるというふうに私は認識してお

るんですけども、ちょっと中身を教えて

いただければと思います。基金とともに

返して、これが全部積み上がるという形

になっているのではないかというのと、

それから最後に、一般会計の決算書の最

終、２７４ページで、介護基金１億２，

６２８万円、介護従事者基金３，９３９

万円と、こうなっているわけですけれど

も、これは市の方でまた積んであるとい

うものかどうか。これの説明をお願いし

たいと思います。

○森西正委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　まず、保険料の歳

入についてお答えします。

　この保険料の予算につきましては３年

間の事業計画ということで、平成１８年

度、１９年度、２０年度の被保険者数や

所得段階の割合であるとかを平成１７年

度中に計画を立てまして、それに基づい

て保険料の収入あるいは国庫、府費等の

収入、それから給付費も３年間の計画を

立てまして、それで基本的に予算組みを

しておりますので、どうしても最終年度

になりますと乖離が出てきているという

ことがございます。実際、被保険者数が

計画よりも多くなったということが収入

増の主な原因というふうにとらえており

ます。

　支出の方、給付につきましては、被保

険者数の増ということはあったんですけ

れども、計画にほぼ近い形の給付という

ことで、認定者数が思うほど多くなかっ

たということでございます。それは計画

の時点でどうだったのかということはあ

るんですけれども、やはり前期高齢者が、

急速に予想以上にふえておるということ

で、前期高齢者の方は比較的お元気な方

が多くて、介護保険のサービスを使われ

ることが少ないというようなことでござ

いますので、被保険者の数はふえておる

けれども、給付はそれほどふえずに計画

に近かったというふうに分析しておりま

す。

　次に、安定化基金の積立金のところで

ございますが、財政安定化基金につきま

しては、これは１号被保険者の保険料の

中から、都道府県に設けられました基金

の方に拠出しておりまして、大阪府内の

各市町村が拠出することによって、都道

府県で給付が急激にふえてというときに

交付金ということで交付したり、あるい

は貸付金ということで貸し付けを行った

りするための財源ということでございま
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す。

　その動向につきましては、大阪府でも、

金額までは私どもではちょっと掌握して

おりませんが、かなりの金額が積み上がっ

ておるというふうに聞いておりまして、

実際交付金とか貸付金も出てるんですけ

れども、積み上がったということで、平

成２１年度から２３年度までの第４期に

つきましては、大阪府内につきましては、

拠出金は不要ですよということで、平成

２１年度から３年間は拠出しておりませ

ん。ですので、過去の積み上がった基金

の方で今後平成２３年度まで、赤字の市

町村には貸し付けや交付が行われるとい

うふうに聞いております。

　それから、福祉用具の購入ということ

でございますが、これは市独自で実施し

てます介護用品の補助というものとは別

でございまして、まず保険給付の介護用

具の購入につきましては、種類としまし

ては腰かけ便座でありますとか、特殊尿

器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リ

フトの釣り具と、こういうものが対象に

なっております。いわゆるレンタルして

ほかの方がまた使えるような車いすとか

ベッドについては、レンタルとかいう形

でまた消毒とか補修して、また次の方に

貸し出しということなんですが、排せつ

とか入浴とかに係るものについては、レ

ンタルになじまないということで現物の

支給が行われているということでござい

ます。これも１割負担で利用できるもの

ということでございます。

　介護用品につきましては、紙おむつの

給付ということで、介護保険特別会計の

中の地域支援事業という、給付とは別の

枠組みで実施しておるものでございます。

　それから、公債費のことでございます

が、これはご指摘のように、３年間で、

第２期の赤字の部分を第３期の３年間を

かけて均等に、大阪府の財政安定化基金

の方に返済したということで、平成２１

年度からはなくなっております。この大

阪府からの第２期の赤字額が、正味の赤

字額が約５，４００万円ほどございまし

て、そのうち２，６００万円ほどを府の

財政安定化基金から借り入れて、３年間

で均等に返済を行ったというものでござ

います。

　それから、市の積立金についてでござ

いますが、平成２０年度末に、介護保険

に関連する基金が２種類ございます。介

護保険給付費準備基金、これにつきまし

ては３年間で収支が合うようにというこ

とで事業計画を立てておるんですけれど

も、基本的にはその３年間の財政を調整

するために設ける基金でございますので、

本来は最終年度にゼロになるというよう

な計画を立てておるんですけれども、こ

の第３期計画期間中におきましては、最

終年度の平成２０年度に１億２，６００

万円ほどの積立金が残り、余剰金が出た

ということでございます。これにつきま

しては、全額を第４期の保険料の軽減の

財源、いわゆる給付の財源に充てるとい

うことですので、結果的に保険料の軽減

ということで、投入した事業計画を立て

ておりましたので、この１億２，６００

万円につきましては、３年間ですべて保

険料のかわりに使うというような計画と

しております。

　それから、もう一つの、介護従事者処

遇改善臨時特例基金につきましては、こ

れは国の特別対策の一環ということには

なるんですが、平成２１年の４月から介

護報酬が平均３％増額ということになり

ました。介護報酬の増額というのは当然、

国庫、府費、市費にも影響するんですが、

同様に保険料の増額にもつながるという

ことでございまして、その保険料の増額
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部分について、初年度は国が全額、２年

目は国が半額を国費で出すということに

なりまして、その仕組みとしまして、平

成２０年度中に、全額市町村に、国から

市へ交付しまして、これを市の方で、使

う年度は市によって裁量があるんですけ

れども、平成２１年度から２３年度の間

に保険料の軽減のために使うということ

で交付されたものでございます。ですの

で、この３，９００万円につきましても、

一部３００万円ほどは啓発とか経費とい

うことで事務的な使途で使うわけなんで

すが、それ以外の３，６００万円ほどに

つきましては、すべて平成２１年度から

２３年度の保険料の軽減に使うというよ

うな計画を立てております。

○森西正委員長　暫時休憩します。

　　（午後２時５９分　休憩）

　　（午後３時３０分　再開）

○森西正委員長　休憩前に引き続いて再

開します。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、２回目の質問を

させてもらいます。

　保険料の軽減については、予算のとき

にもさんざんやらせてもらいましたから、

繰り返しにならないようにと思うんです

けども、というのは、先ほどの介護基金

について１億２，６２８万円、これは保

険料軽減に使えるという話もありました。

府への積み立ても、平成２１年度からは

要らないことになります。先ほど、最初

に保険料の収入の話もしましたけれども、

この支給量以上に集められた保険料とい

うのは、ほかの国府負担金とかいうのは、

年度ごとの精算というか、余らないよう

にというか、足りないこともないように

精算されるわけですけれども、先ほど、

思ったよりも収入がふえた、こういった

保険料は先送りされるという意味でも、

今回、最終のページを見てもらったらわ

かるように、７００万円の繰り越しも出

てます。ことしからは府の積立金も要ら

ない。公債費もなくなるわけですね。だ

から相当余ってくる。この決算を見て思っ

た以上に、私は、余ったと言ったらおか

しいんですけども、黒字が出たんじゃな

いかなと感じておるわけですけれども、

このあたりをどう感じられるかお聞かせ

いただきたいと思います。

○森西正委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　介護保険財政の収

支ということでございますけれども、繰

越金というのは、単年度の歳入と歳出と

の差ということですので、その分は翌年

度の歳入となるわけですので、実質的に

はこの介護保険給付費の準備基金の残高

というのが、これが正味の黒字というこ

とになりますので、平成２０年度末で１

億２，６００万円ほど、これが、過去こ

れまでの累積の黒字というふうになりま

す。これについてどう評価するかという

ことでございますけれども、本来は、介

護保険は中期財政計画ということで、３

年で収支が合うようにということで計画

を立てなさいと、そのように執行しなさ

いということで、そういう制度設計がさ

れております。１期におきましては、約

８，０００万円の黒字がございましたが、

２期については逆に、借り入れとか貸し

付けとかもございますけれども、先ほど

もおっしゃってましたように五千数百万

円の赤字。今回、第３期が１億２，６０

０万円の黒字というような過去の財政に

なっております。その黒字・赤字という

のが多い、少ないということはあるんで

すけれども、これはいずれにしろ次期の

計画の中でそれを解消していくというよ

うな計画を立てておりますので、そうい

う意味では継続的に、円滑に、持続可能
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な形で財政運営を今後も行っていきたい

と思っております。ということで、結果

的に第３期については、先ほど言いまし

たような被保険者の増というような要因

がございましたし、給付はそこそこ伸び

ずに済んだということがございますが、

今後はやはり、給付の伸びというのは当

然見込まれるわけですので、そういう中

で過去の黒字部分も含めた形で、できる

だけ保険料の上昇というのもないような

形で、継続的な運営を図っていきたいと

いうふうに考えております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　市民生活というか、負

担を考えるときに、国保も、後期医療も、

この介護でも、会計では扱っている給付

の部分と保険料の部分しか見えてこない

わけですけれども、この介護保険では８

億３，０００万円の保険料のほかに、被

保険者というかサービスを受けられる方

は１割の負担をされるわけです。だから

給付の３１億円のうちの支給額の９分の

１、丸々とは言いませんけれども、３億

４，０００万円ほどが自己負担分になっ

たということだと思いをいたすわけなん

です。つまり、後期と介護、両方とも黒

字になっているんですけれども、保険料

負担などが市民に頼って黒字が生まれて

きたものじゃないかと思っています。後

期では窓口負担が最大の焦点でありまし

たし、介護の１割負担も、サービスを受

ければ受けるだけ重くなるという部分で

は、この会計にあらわれない市民サービ

スの、生活の実態を見て、この自己負担

などの軽減などもしっかり考えていかな

くてはいけないんだと私は思っています。

先ほども言いましたけれども、年金の半

分が税金、保険料、医療、介護といった

部分に消えてしまうような実情を、国に

私は訴えていきたいと思っているんです

けれども、受けたくても受けられない、

お金がないと、介護なんかでも受けたく

てもお金がなくて受けられないというよ

うな窮状を訴えてこられたときに、ぜひ

福祉の制度として、市が独自に手を差し

のべられるような横だしの制度も考えて

いただきたいと思っております。国の法

律で決まっているから、これは自己負担

分でお金をもらわないといけません、保

険料もいただかないといけませんという

ことでは、なかなか生活が、最近はもう

耐え得ないと思っておりますので、ぜひ

そういった制度も考えていただきたいと

いうことで、強く要望しておきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　弘委員。

○弘豊委員　私の方からも１点だけ、お

聞きしたいことがあります。

　先ほど、国民健康保険の特別会計の際

にも質問させていただいたんですけれど

も、これは介護保険制度の運営状況とい

う資料を見させてもらってるんですが、

こちらの会計でも、保険料の収納率が、

年々推移していく中で落ちてきていると

いう数字が上がっています。この平成２

０年は８６．１％というようなことになっ

ているわけですけれども、やはりこのあ

たり、保険料が高い、重い負担になって

いるというようなことじゃないのかなと

いうようなことは考えられますけれども、

担当課の方でこの収納率にかかわって、

どのような見解というか分析をされてい

るのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

○森西正委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　保険料の収納率と

いうことでございますが、実際に資料の

とおり、収納率は低下しております。た

だ、平成１８年度から特別徴収、いわゆ

－50－



る年金からの天引きの方が、枠が拡大さ

れておりますので、一定９７％後半を保っ

ておるわけなんですが、特にやはり普通

徴収という部分では年々下がっておると

いうのは事実でございます。

　どのように分析しておるのかというこ

となんですが、最終的には滞納が続きま

すと、２年間の時効で不納欠損というこ

とになります。これはちょっと事後的な

話になるんですけれども、不納欠損した

方の内訳ということを毎年分析しており

まして、やはり保険料の段階が第２段階、

いわゆる本人さんが非課税で年収が８０

万円以下の方というのが突出して多いと

いうことでございます。全体としまして

は、６５歳以上の被保険者の方の約２．

１％が不納欠損になってしまっておるん

ですけれども、第２段階の方は４％とい

うことで、ほかの段階の方は２％未満と

いうことですので、やはり非課税、収入

が８０万円までという方が、どうしても

支払いが困難ということなのかなという

ふうに思っております。実際にそのすべ

ての方についてコンタクトをとって、そ

の理由とか状況の把握を担当の方でして

おるわけなんですけれども、結果的に生

活が苦しくて納付が困難という方が約８

割を占めているということでございます。

申しおくれましたけれども、平成２０年

度末で不納欠損した方の人数が３０９人

でございまして、そのうち２４８人の方

については、生活苦という理由でござい

ます。あと、ご本人さんが死亡とか所在

不明とかいったことで徴収が困難という

方が３５名ということで、そのほか、な

かなか制度への理解が得られないという

方もどうしても残っておりまして、この

方々については努力することでお支払い

いただけたのかなと、こちらの方も思っ

ておるんですが、そういう方々が２６名

というような内訳となっております。

　これについての方策としましては、ま

ずは普通徴収の方、納期限の翌々月に督

促状を送付しまして、それでも納付いた

だけない方は催告書ということなんです

が、年４回、大体各１週間程度集中しま

して戸別訪問を行いまして、それぞれの

方の滞納の実態把握と納付の相談、制度

のご理解、そして給付の制限のご説明を

行っているということでございます。そ

れ以外にも当然、通常窓口やお電話で納

付の相談に応じて、保険料収入へのご理

解をお願いしてるというようなことでご

ざいます。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　この滞納の問題では、先ほ

ど副市長の方からもご説明がありました。

やっぱり、払えない方、払わない方、そ

れぞれの状況などはあるんだろうと思わ

れるんですけれども、やはり今の景気状

況の中、またさまざま、自己負担額と言

われるような、税にしろ、国保にしろ、

この介護保険にしろ、負担が重くなって

いる、そういう中にあって、今のような

現状が大きく広がってきているのではな

いかというふうに認識しています。

　また、この介護でもそうですし、また

医療でもそうですし、低所得の方、とり

わけ貧困の中に長い期間置かれている方

の方が、より医療や介護が必要になって

くる、そうしたことも専門家の方などの

研究や統計などからもあらわれているの

ではないかというふうに考えています。

そういった意味では、やはり減免制度の

拡充、またそもそもの保険料が高い、こ

ういう部分についての改善に向けて、市

としても全力を尽くしていく、また国に、

そもそものこの制度自体が、国民健康保

険にしても介護保険にしても、やはり社

会保障費を抑制していくような、そうい
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う流れの中に今もあるのではないかとい

うふうに考えています。

　また、この介護保険のところで言いま

したら、先ほど保険料を軽減させるため

にということで、介護従事者への積立基

金ですね。これは介護事業者、介護労働

者の労働条件を改善するためには、介護

報酬を上げないといけない。そうすると

保険料にはね返って、利用者が重い負担

をしなければならない、こういう自己負

担といいますか、応益負担みたいな考え

方、そもそも社会福祉基礎構造改革とい

うような流れの中で、介護でも障害者福

祉でも、またさまざまな面でこういう流

れが強まっているんだというふうに認識

しているわけですけれども、そこのとこ

ろを市としましたら、決まったことで事

務的な実務をやっていかないといけない

わけですが、その中でできる限り最善を

尽くすというようなことをやられている

かとは認識しているわけですけれども、

引き続き市民の実態、実情をくみ上げて

いく、そういう声として、ぜひ、引き続

き取り組んでいただきたいというふうに、

このことは要望にしておきたいと思いま

す。

○森西正委員長　よろしいですか。

　ほかに。

　本保委員の質問に対して、補足説明と

いうことで。

　山田課長。

○山田介護保険課長　先ほどの介護相談

員派遣事業の研修についてでございます

が、まず、研修の内容についてなんです

けれども、これは社会福祉法人大阪府総

合福祉協会というところが研修を実施し

ておるんですけれども、これは２日間の

研修ということで、例えば認知症への理

解とサポートの方法であるとか、高齢者

の虐待・拘束への対応であるとか、主に

そういう、認知症とか人権といったこと

と、相談援助の実務みたいなことを学ぶ

ような研修を、現任研修ということで、

既に相談員をされている方に毎年受講し

ていただいてます。

　予算との乖離ということなんですが、

実はこの相談員、１年任期で委嘱してお

りまして、改選ということになるんです

が、予算上は、半分ぐらい新任の方に入

れかわることも想定しておりまして、こ

のときは、現任研修は７，０００円ほど

の単価なんですけれども、新任研修は３

万円、その年によって若干違いますけれ

ども３万円強の受講料ですので、新任が

半分、現任が半分ぐらいの想定で予算組

みをしておりまして、結果的には新任が

なくて現任の方だけということで、不用

額が出ておるということでございます。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　ありがとうございま

した。大変よくわかりました。またしっ

かりと、こういった現任の方でも新しい

知識を吸収されて、現場対応、いろいろ

な形で、先ほども申しましたようにきょ

うは介護の日と言われておりますので、

マスコミ等もいろいろな形で、こういっ

た介護の現場なんかも朝から報道もして

おった番組もありましたし、現状がかな

りいろいろな形で難しくなってくること

が予想されますので、しっかりとまた研

修内容を充実して対応していただきたい

と思います。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　なければ、以上で質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

　　（午後３時４９分　休憩）

　　（午後３時５１分　再開）

○森西正委員長　再開します。
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　討論に入ります。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　討論なしと認め、採決

します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めす。

　　（挙手する者あり）

○森西正委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第３号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めす。

　　（挙手する者あり）

○森西正委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　続いて、認定第４号について、認定す

ることに賛成の方の挙手を求めす。

　　（挙手する者あり）

○森西正委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　認定第７号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めす。

　　（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　認定第８号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めす。

　　（挙手する者あり）

○森西正委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第９号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めす。

　　（挙手する者あり）

○森西正委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

　　（午後３時５３分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

　民生常任委員長　森　西　　正

　民生常任委員　　弘　　　　豊
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